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第１章 総論 

 

１．１ 業務継続計画策定の背景 

 

業務継続計画（BCP）は、国の内閣府（防災担当）において、「地震発災時における地方

公共団体の業務継続の手引きとその解説 第1版（平成22年4月）」、「市町村のための業務

継続計画作成ガイド（平成27年5月）」、「大規模災害発生時における地方公共団体の業務

継続の手引き（平成28年2月）」等を策定・公表するなど、地方自治体の計画策定に向けた

取り組みの支援が進んでいる。 

また、平成23年3月11日に発生した東日本大震災では、これまでにない広域的かつ複合型

災害により、広範囲に甚大な被害をもたらした。自治体等行政機関においても、行政自身が

大きな被害を受け、行政機能の停止あるいは低下により、被災後の住民生活の維持や復旧・

復興の推進に大きな影響をもたらした。更に、平成28年4月14日～16日に発生した熊本地震

においては、東日本大震災での教訓が十分に活かされない事例も発生し、行政機能の停滞な

どによる課題が改めて浮き彫りとなった。これら大規模災害での経験・教訓を踏まえ、自治

体の行政機能を災害後も維持・継続するために、業務継続計画の重要性に対する認識が全国

的に高まっており、現在、全国で業務継続計画の策定が進められている状況である。 

本市においては、災害対策基本法第42条に基づき、市民の生命、身体及び財産の安全確保

を目的に、市の防災に関する基本施策を定める「吉野川市地域防災計画」を策定し、東日本

大震災をはじめとする近年の災害を教訓として、継続的な修正を行ってきた。 

一方で、市は、基礎自治体として市民生活に密着した行政サービスを提供する必要があ

り、災害が発生した場合でも、市民生活に重大な影響を及ぼす業務は、継続実施あるいは早

期再開することが求められている。このため、行政機能の継続性確保は、喫緊の重要な課題

となっている。 

このような背景を踏まえ、大規模災害発生時においても、本市が行政組織としての責務を

果たすために必要不可欠な優先業務をあらかじめ抽出し、本市の行政機能が災害により低下

した場合であっても、優先業務を継続し、また早期に再開させることを目的として、「吉野

川市業務継続計画」（以下「本計画」という）を策定するものである。 
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１．２ 計画の目的 

 

今後発生が予想される南海トラフの地震等、大規模災害発生時には、市職員及び庁舎等の

拠点施設・設備、ライフラインにも被害が及び、市役所機能の低下が余儀なくされる状況が

想定される。そのような状況においても、市民の生命、身体及び財産を保護し、市民への影

響を最小限にとどめることが求められる。本計画は、吉野川市がその責務を果たすために必

要となる業務を継続あるいは早期に再開・完了するため、現状における課題を明確にし、そ

の対策を立案して、吉野川市業務継続計画（BCP）としてとりまとめるものである。 

業務継続計画を策定し、実践することによる、効果イメージを通常業務を例として以下に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.2.1 業務継続計画の実践による効果イメージ 

 

 

BCP実践後

BCP策定前

通常業務
レベル

100 %

時間

地震発生

事後対応策の実施
・各種施設の耐震対策
・什器等の固定対策
・非常電源設備の整備
・通信手段の多重化 等

事前対策の実施
・災害対応マニュアルの策定
・各種応援協定の締結
・防災教育・訓練の実施
・地域防災力向上策の促進 等

行政サービスの低下
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１．３ 計画の位置付けと地域防災計画との関係 

 

「吉野川市地域防災計画」は、災害対策基本法第42条の規定に基づき、災害予防対策から

災害応急対策及び災害復旧・復興対策について、本市及び関係機関が処理すべき事項を示し

た防災活動の総合的かつ基本的な計画である。 

一方、「業務継続計画」は、市庁舎や市職員などの行政自身の被災も前提とした本市独自

の計画で、災害対応業務及び継続が必要な通常業務を特定するとともに、業務実施の目標時

間を具体に定め、限られた資源を前提として、目標時間を達するために、事前より取り組む

べき対策計画であり、地域防災計画を定量的根拠に基づき補完するものとなる。 

 

表1.3.1 地域防災計画と業務継続計画の比較 

項目 地域防災計画 業務継続計画 

計画の趣旨 

発災時又は事前に実施すべき災

害対策に係る実施事項や役割分

担等を規定するための、総合的

かつ基本的な事項を定める計画

発災時の限られた資源（人・もの

等）を基に、非常時優先業務を目標

とする時間までに実施できるように

するための計画 

対象とする災害 

災害全般（地震・津波、風水

害、大規模火災、その他の大規

模災害） 

災害全般から特に影響の大きな重大

災害を特定 

行政の被災 
行政の被災は、特に想定する必

要はない 

職員、庁舎、設備、情報システム、

電力、通信等の必要資源の被災、災

害後の状況を評価し、利用できる限

られた資源を前提に計画を策定 

対象業務期間 予防・応急対策・復旧・復興 発災から１か月間程度 

対象業務 

災害対策に係る業務（予防業

務、応急業務、復旧・復興業

務）を対象とする 

非常時優先業務を対象とする（災害

対応業務だけでなく、優先度の高い

通常業務も含まれる） 

対応業務の 

優先度 

すべきこと（所掌業務）が記載

され特に優先度は設定せず 

利用できる資源が限られ、目標に対

する時間制約があることから、業務

に優先度（業務開始・再開・完了目

標）を設定 
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１．４ 計画の適用範囲 

 

本計画が対象とする範囲は次のとおりである。 

 

（１）対象事象 

 

本計画で対象とする事象は、「吉野川市地域防災計画（平成27年3月改訂）」に基づき、

「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一次）」（平成25年7月31日公表）、「徳島県南

海トラフ巨大地震被害想定（第二次）」（成25年11月25日公表）を参考として、本市域への

影響が最も大きいと考えられる「南海トラフ巨大地震」とする（詳細は、2.1節参照）。 

 

（２）対象時期 

 

本計画で検討する事後対応の対象時期（範囲）は、地震発生から概ね1か月以内とする。 

 

（３）対象業務・対策 

 

対象とする業務は、災害対応業務と優先すべき通常業務とする。また、検討の対象とする

対策は、業務継続の実現に向けた課題に対する対策とする。 

対象とする業務及び対策と地域防災計画との関係を、下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1.4.1 対象とする業務・対策と地域防災計画との関係 

・災害時は休止する通常業務

優先通常業務
●災害時においても早期に

再開する通常業務

災害対応業務
●災害初動・応急対策業務
●優先度が高い復旧業務

・優先度が低い災害復旧業務
・災害復興業務

●業務継続に係る
災害予防対策

・その他の災害予
防対策

吉
野
川
市
業
務
継
続
計
画

非
常
時
優
先
業
務

吉
野
川
市
地
域
防
災
計
画
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（４）対象組織 

 

本市の災害対策本部組織の内、消防班を除く、9災害対策班を対象とする。ただし、災害

対策支部班については、鴨島、川島、山川、美郷の各支所それぞれの支部組織として扱うも

のとし、結果として8班4支部を対象とする。なお、消防班については、災害時の指揮命令系

統や人員運用等において独立性が高く、業務内容の専任性も高いことを踏まえ、対象外とす

る。 
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第２章 前提とする災害と被害想定 

 

２．１ 対象災害の選定と被害想定 

 

本計画で対象とする災害は、次に示す理由から、「吉野川市地域防災計画（平成27年3月

改訂）」に基づき、「南海トラフ巨大地震」と定める。 

 

○吉野川市地域防災計画及び徳島県の地震対策行動計画等取り組みとの整合を図る。 

○吉野川市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定されている。 

○国を始め、徳島県、吉野川市が、今後連携して着実に対策に取り組んでいくべき地震

（災害）である。 

 

また、計画の前提とする南海トラフ巨大地震の発災時刻は、建物全壊棟数などの被害が最

も大きくなる「冬の休日18時」とする。なお、被害想定における死者数は、冬深夜のケース

が冬18時より40人多い結果となるが、ここでは、以下に示す災害対応への影響の大きさや、

県被害想定においても冬18時を主体としていることなどを勘案し、本計画では冬18時による

シナリオを基本とする。 

 

○徳島県の被害想定結果より、建物被害（全壊）が最も多いケースであり、非常時優先

業務の業務量も多くなることが想定される（※）。 

○火気を使用する時間帯であることから火災による被害も最も多いケースである。 

○時間外発災であるため、職員は基本的に自宅にいるものとし、非常参集を必要とす

る。 

（※建物被害が多い場合、被害調査・危険度判定などの直接的な業務を始め、派生する

避難者・避難所対応、必要となる物資・資機材調達、災害廃棄物処理、応急仮設住

宅対応、倒壊による道路啓開、罹災証明等各種書類処理など、関連する多くの業務

に影響することとなる。一方、例えば死者数が多い場合は、捜索活動や遺体安置・

処置等に係る業務などの直接的な業務への影響に限られる。） 

 

上記、南海トラフ巨大地震の被害想定は、「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第一

次）」（平成25年7月31日公表）、「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定（第二次）」（成

25年11月25日公表）を参考としている。 

次ページ以降に、震度階分布、液状化危険度分布、主な被害数量を抜粋して示す。 
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図2.1 南海トラフ巨大地震による震度分布図【徳島県想定】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2 南海トラフ巨大地震による液状化危険度分布図【徳島県想定】 

 0 5 10km 

 

 0 5 10km 
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表2.1 南海トラフ巨大地震による被害想定数量 

 

■建物被害（冬 18 時） 

 揺れ 液状化 急傾斜地 津波 火災 合計 

全壊・焼失棟数 2,100 30 20 0 70 2,200 

半壊棟数 4,300 760 30 0 － 5,100 

注）市町村別の数値はある程度幅をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理し
ており、合計が合わない場合がある。 

 

■人的被害（冬18時） 

 揺れ 急傾 

斜地 
火災 

ブロック塀・自動販売

機転倒、屋外落下物 
合計 

 うち家屋倒壊 

死者数 100 ※ ※ ※ ※ 100 

負傷者数 720 110 ※ ※ 50 780 

注）※ は若干数を表す。 
 

 

■ライフライン被害 

上水道 

給水人口

（人） 

断水率（％） 

直後 
１日

後 

1 週間

後 

1 ヶ月

後 

43,200 97 82 62 12 

 

電力 

電灯軒数

（軒） 

停電率（％） 

直後 １日後 

43,200 100 55 

 

■避難者（冬18時） 

 

下水道 

処理人口

（人） 

支障率（％） 

直後 
１日

後 

1 週間

後 

1 ヶ月

後 

20,700 10 10 10 0 

 

通信施設 

回線数 
不通率（％） 

直後 １日後 

43,200 100 55 

 

人口 

（人） 

直後 1 週間後 1 ヵ月後 

避難所 

生活者 

避難所外

生活者 

避難者

数合計

避難所

生活者

避難所外

生活者

避難者

数合計

避難所 

生活者 

避難所外

生活者 

避難者

数合計

44,020 3,900 2,600 6,500 6,100 6,100 12,300 3,100 7,300 10,400

注）市町村別の数値はある程度幅をもって見る必要があるため、十の位または百の位で処理しており、 

合計が合わない場合がある。 
 

（※「徳島県南海トラフ巨大地震被害想定」による） 
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２．２ 吉野川市の被災シナリオ 

 

本計画の前提として対象災害とした南海トラフ巨大地震により、吉野川市において想定さ

れる状況をとりまとめた被災シナリオ（災害様相）を以降に示す。本シナリオは、南海トラ

フ巨大地震発生後の職員の災害対応、あるいはそのための検討において、前提となる被害・

対応状況の共有・イマジネーション向上のために、災害様相を発災から時系列的にとりまと

めたものである。 
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、
急

傾
斜

地
崩

壊
に

よ
る

建
物

全
壊

総
数

は
、

火
災

焼
失

も
含

め
、

約
2,
2
00

棟
と
な
る
。
 

半
壊

棟
数

は
、

全
体

で
5,
1
00

棟
。
 

余
震
に
よ

る
建

物
被
害
が

一
部
拡
大
。
 

（
左
記
状
況
の
継
続
）

 

火
災

 
発

災
後

数
箇

所
か

ら
出

火
し

、
建

物
倒

壊

や
液

状
化

の
影

響
に

よ
る

道
路

閉
塞

等
に

よ
り

、
消

火
活

動
に

支
障

を
き

た
す

可
能

性
。
 

初
期

消
火

し
き

れ
ず

に
、

火
災

延
焼

す
る

地
域
が
発
生
。
 

通
電

火
災

の
発

生
も

見
ら

れ
、

火
災

に
よ

る
焼

失
棟

数
は

、
合

計
70

棟
と
な
る
。
 

 
 

 

 



  

11

南
海
ト
ラ

フ
巨

大
地
震

に
よ

る
吉
野

川
市

の
被
災

シ
ナ

リ
オ
（

2
/
7
）

 

項
目
 

発
災

直
後

（
～

1
2
時

間
後

）
 

1
2
時

間
後

～
3
日

 
4
日
～
1
週
間
 

8
日
～

14
日
 

1
5
日

～
1
ヶ

月
 

ラ
イ
フ

ラ
イ
ン

 

道
路

 
液

状
化

に
よ

る
路

面
被

害
、

橋
梁

被

害
、

急
傾

斜
地

崩
壊

に
加

え
、

古
い

木

造
家

屋
等

の
倒

壊
に

よ
る

道
路

閉
塞

も

発
生
。

 
中

山
間

地
で

は
、

斜
面

崩
壊

等
に

よ
る

道
路
閉
塞
箇
所
が
多
数

発
生
。

 
停

電
に

よ
り

信
号

機
が

作
動

せ
ず

、
中

心
部

の
幹

線
道

路
等

で
は

一
部

混
乱

・

渋
滞
が
発
生
す
る
。

 

道
路

啓
開

が
進

め
ら

れ
る

が
、
国
道

19
2
号

等
の
緊
急

輸
送

道
路

が
優

先
さ

れ
、

そ

の
他

道
路

で
は

不
通

箇
所

も

多
く
残
る
。

 
避

難
や

安
否

確
認

、
救

援
等

に
向

か
う

車
両

に
よ

っ
て

、

市
街

地
の

主
要

道
路

等
で

一

部
渋
滞
が
発
生
す
る
。

 

道
路

不
通

箇
所

が
徐

々

に
減
少
す
る
。

 
中

山
間

地
の

斜
面

崩
壊

等
大

き
な

被
害

箇
所

で

は
復

旧
に

時
間

を
要

し
、

迂
回

路
が

設
定

さ

れ
る
。

 
緊

急
車

両
等

が
集

中

し
、

中
心

部
等

で
渋

滞

区
間
発
生
。

 

（
左
記
状
況
の
継
続
）

市
内

交
通

が
ほ

ぼ
復

旧
。

 

鉄
道

 
地

震
動

や
液

状
化

に
よ

る
盛

土
や

橋
梁

部
を

中
心

と
し

た
被

害
が

発
生

し
、

安

全
確

認
と

合
わ

せ
、

全
線

不
通

と
な

る
。

 

県
内
の
鉄
道
は
全
て
不
通
。

（
左
記
状
況
の
継
続
）

 
応

急
復

旧
が

進
め

ら
れ

る
が

、
全

線
不

通
の

ま

ま
。

 
バ

ス
に

よ
る

代
替

輸
送

開
始
。

 

応
急

復
旧

が
終

了
し

た

一
部

区
間

で
折

り
返

し

運
転
が
始
ま
る
。

 

上
水
道

 
管

路
や

浄
水

場
等

の
被

害
に

よ
り

、
市

内
の
約

97
％
、
約

4.
2

万
人
が
断
水
と

な
る
。

 
液

状
化

等
の

配
管

被
害

に
よ

り
、

道
路

で
漏
水
す
る
箇
所
も
発
生
。

 

引
き

続
き

断
水

状
態

が
続

き
、

1
日
後
で
も
約

8
割
が

断
水
状
態
。

 
給

水
車

等
に

よ
る

応
急

給
水

開
始
。

 

応
急

復
旧

が
開

始
さ

れ
、

断
水

世
帯

数
が

減

少
す
る
が
、

1
週
間
後
で

も
約

6
割
が
断
水
。

 
配

水
幹

線
付

近
等

で
仮

設
給
水
栓
設
置
。

 

基
幹

管
路

の
応

急
復

旧

が
進

め
ら

れ
、

枝
線

の

復
旧

と
と

も
に

、
徐

々

に
断
水
人
口
減
少
。

 

9
割

近
く

の
応

急
復

旧

が
完

了
す

る
が

、
液

状

化
被

害
の

大
き

い
地

域

等
、

1
割

程
度

は
依

然

断
水
。

 

下
水
道
 

地
震

動
や

特
に

液
状

化
に

よ
り

、
公

共

下
水

道
等

整
備

区
域

で
は

、
管

路
の

被

害
や
マ
ン
ホ
ー
ル
の
浮
上
等
発
生
。

 
噴

砂
に

よ
る

側
溝

の
閉

塞
も

見
ら

れ

る
。

 
浄

化
槽

に
つ

い
て

も
浮

上
等

被
害

が
発

生
す
る
。

 

公
共

下
水

道
等

整
備

区
域

で

は
、

多
く

の
ト

イ
レ

が
利

用

で
き
な
く
な
る
。

 
液

状
化

被
害

の
な

い
浄

化
槽

は
使
用
可
能
。

 
仮

設
ト

イ
レ

の
設

置
が

始
ま

る
。

 

応
急

復
旧

が
進

め
ら

れ
、

被
害

の
軽

微
な

地

域
で

は
下

水
道

利
用

の

再
開
。

 

応
急

復
旧

が
進

め
ら

れ

る
。

 
1

週
間

後
の

支
障

率
は

約
1
割
程
度
。

 

ほ
ぼ

全
域

で
復

旧
完

了
。
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南
海
ト
ラ

フ
巨

大
地
震

に
よ

る
吉
野

川
市

の
被
災

シ
ナ

リ
オ
（

3
/
7
）

 

項
目
 

発
災

直
後

（
～

1
2
時

間
後

）
 

1
2
時

間
後

～
3
日

 
4
日
～
1
週
間
 

8
日
～

14
日
 

1
5
日

～
1
ヶ

月
 

ラ
イ
フ

ラ
イ
ン

 

電
力

 
発

電
所

の
一

時
停

止
、

電
柱

（
電

線
）

、
変

電
所

、
送

電
線

（
鉄

塔
）

等

の
被

害
に

よ
り

、
全

域
で

停
電

と
な

る
。

 

電
柱

等
の

直
接

的
な

被
害

以
外

は
、

供
給

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

の
切

り

替
え

に
よ

り
順

次
解

消
さ

れ
、

1
日

後
で

停
電

率
55

％
程

度
と

な

る
。

 
病

院
等

重
要

施
設

で
は

非
常

用
発

電
装

置
で

対
応

す
る

が
、

設
備

を

有
さ

な
い

施
設

に
は

電
源

車
の

配

備
等
対
応
を
要
す
。

 
燃
料
の
供
給
に
支
障
。

 

電
柱

等
の

復
旧

が
進

め

ら
れ

、
順

次
停

電
が

解

消
さ
れ
る
。

 

液
状

化
被

害
の

影
響

が

大
き

い
地

域
な

ど
、

一

部
停
電
が
続
く
。

 

応
急

復
旧

が
ほ

ぼ
完

了
す
る
。

 

通
信

 
全

域
で

輻
輳

の
た

め
通

話
は

ほ
と

ん
ど

で
き
な
く
な
る
。

 
液

状
化

な
ど

に
よ

る
電

柱
等

通
信

設
備

の
被

害
か

ら
、

固
定

電
話

も
利

用
困

難

な
地
域
が
発
生
。

 
メ

ー
ル

も
か

な
り

の
遅

延
を

生
じ

、
固

定
電

話
が

利
用

困
難

な
エ

リ
ア

で
は

、

多
く

が
同

じ
伝

送
路

を
使

用
す

る
携

帯

パ
ケ
ッ
ト
通
信
も
利
用
で
き
な
い
。

 
携

帯
電

話
・

ス
マ

ー
ト

フ
ォ

ン
は

、
停

電
に

よ
り

充
電

が
で

き
な

く
な

る
こ

と

か
ら
、
徐
々
に
利
用
で
き
な
く
な
る
。

 
災
害
用
伝
言
ダ
イ
ヤ
ル
の
運
用
開
始
。

 

通
話

の
輻

輳
は

続
く

が
、

つ
な

が

り
始
め
る
。

 
メ

ー
ル

は
架

線
等

被
害

を
受

け
て

い
る
エ
リ
ア
を
除
き
正
常
化
。

 
一

方
で

、
停

電
エ

リ
ア

の
基

地
局

等
で

非
常

用
電

源
の

燃
料

補
充

が

間
に

合
わ

ず
停

波
す

る
と

こ
ろ

も

生
じ
る
。

 
固

定
電

話
の

不
通

率
50

％
強

程

度
と
な
る
。

 
避

難
所

等
で

は
、

特
設

公
衆

電
話

や
、

携
帯

各
社

の
移

動
中

継
局

が

配
備
な
ど
が
始
ま
る
。

 

電
柱

・
架

線
等

の
被

害

が
生

じ
た

地
域

は
、

応

急
復

旧
が

進
め

ら
れ

、

通
信

状
態

が
徐

々
に

回

復
。

 
中

山
間

部
な

ど
の

道
路

復
旧

が
進

ま
な

い
地

域

で
は

、
復

旧
に

遅
れ

が

で
る
。

 

応
急
復
旧
が
進
む
。

 
避

難
所

・
拠

点
施

設
等

の
通

信
手

段
確

保
対

応

は
継
続
。

 

通
信

支
障

の
ほ

と
ん

ど
が
解
消
さ
れ
る
。

 

ガ
ス

 
市

内
全

域
で

ガ
ス

ボ
ン

ベ
等

の
安

全
装

置
等
に
よ
り
、
供
給
が
停
止
。

 
事

業
者

に
よ

る
各

戸
の

安
全

点
検

が
始

ま
り

、
安

全
が

確
認

さ
れ

た

需
要

家
か

ら
供

給
が

再
開

さ
れ

る
。

 

点
検

が
進

め
ら

れ
、

順

次
供
給
が
再
開
。

 
点

検
が

進
み

、
液

状
化

被
害

の
大

き
い

地
域

以

外
は
、
供
給
が
再
開
。

1
ヵ

月
で

全
戸

ほ
ぼ

復
旧
。
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南
海
ト
ラ

フ
巨

大
地
震

に
よ

る
吉
野

川
市

の
被
災

シ
ナ

リ
オ
（

4
/
7
）

 

項
目
 

発
災

直
後

（
～

1
2
時

間
後

）
 

1
2
時

間
後

～
3
日

 
4
日
～
1
週
間
 

8
日
～

14
日
 

1
5
日

～
1
ヶ

月
 

救
助
・

支
援

 

建
物
倒
壊

建
物

被
害

に
よ

り
約

1
0
0

人
の

死
者

、

約
72

0
人

の
負

傷
者

、
う

ち
重

傷
者

約

1
3
0
人
発
生
。
 

倒
壊

建
物

の
下

敷
き

に
な

る
住

民
が

多

数
発
生
す
る
。
 

発
災

当
初

は
近

隣
住

民
、

消
防

団
に

よ

る
救

助
活

動
が

主
体

と
な

る
が

、
夜

間

の
た
め
、
救
助
作
業
が
難
航
す
る
。
 

消
防

、
警

察
、

自
衛

隊
、

広

域
緊

急
援

助
隊

等
が

到
着

し
、
救
出
活
動
が
本
格
化
。
 

一
方

で
、

本
震

に
よ

り
損

傷

し
た

建
物

が
余

震
に

よ
っ

て

倒
壊

し
、

新
た

な
負

傷
者

・

救
助

対
象

者
が

発
生

す
る

リ

ス
ク
が
あ
る
。
 

引
き

続
き

救
助

活
動

が
展

開

さ
れ

る
が

、
発

生
後

72
時

間
を

過
ぎ

て
か

ら
は

救
出

生

存
率
が
急
激
に
低
下
。
 

救
助
活
動
終
了
。
 

 

火
災

 
自

主
防

災
組

織
・

消
防

団
を

中
心

に
初

期
消

火
活

動
を

実
施

、
そ

の
後

消
防

本

部
組
織
も
加
わ
り
消
火
活
動
を
実
施
。
 

出
火

箇
所

が
市

内
に

点
在

し
、

道
路

閉

塞
箇

所
も

多
い

た
め

、
消

火
活

動
が

難

航
し
、
火
災
延
焼
す
る
場
所
が
発
生
。
 

緊
急

消
防

援
助

隊
の

助
け

も

受
け
、
消
火
活
動
を
継
続
。
 

周
辺

の
河

川
や

プ
ー

ル
等

か

ら
中

継
し

た
放

水
活

動
を

行

な
う
必
要
が
生
じ
る
。
 

火
災
焼
失
棟
数
約

7
0
棟
。
 

3
日

間
で

概
ね

消
火

活
動

は

終
了
。
 

通
電
火
災
へ
の
対
応
。
 

（
左

記
状

況
の

継

続
）
 

 

医
療

 
道

路
閉

塞
や

渋
滞

発
生

に
よ

り
、

負
傷

者
の
救
出
・
搬
送
に
時
間
を
要
す
。
 

ト
リ
ア
ー
ジ
の
実
施
。
 

医
療
機
関
に
負
傷
者
が
殺
到
。
 

引
き

続
き

、
医

療
機

関
に

負

傷
者
が
殺
到
。
 

地
震

に
よ

り
被

害
が

発
生

し

た
医

療
機

関
で

は
医

療
機

能

が
低

下
す

る
恐

れ
が

あ
り

、

電
力

や
水

、
医

薬
品

不
足

の

問
題
が
発
生
す
る
。
 

D
M
A
T
の

活
動

開
始

。
 

医
療
機
関
の
混
雑
継
続
。
 

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

や
医

薬
品

も

不
足

し
、

重
篤

患
者

を
中

心

に
外

部
医

療
圏

へ
の

搬
送

、

転
送
が
必
要
と
な
る
。
 

避
難

所
へ

の
巡

回
医

療
の

準

備
。
 

避
難

所
生

活
か

ら
来

る
疲

労
、

ス
ト

レ
ス

等
に

よ
る

体
力

の
低

下
に

よ
っ

て
、

罹

病
・

病
状

が
悪

化

し
、

震
災

関
連

死
が

発
生

す
る

危
険

性
が

高
ま
る
。
 

混
乱

は
落

ち
着

く
も

の
の

、
医

療
業

務
は

引
き

続
き

多
数

発

生
。
 

P
TS
D

へ
の

ケ
ア

も
要

す
る
。
 

避
難
所

 
住

宅
被

害
、

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

の
断

絶
、

余
震

、
火

災
等

に
よ

り
約

3
,9
00

人
が

避
難
所
へ
移
る
。
 

指
定

避
難

所
以

外
の

施
設

、
又

は
自

家

用
車

や
テ

ン
ト

に
避

難
す

る
人

も
発

生
。
 

避
難

所
外

生
活

者
も

含
め

、
避

難
者

約

6
,
5
0
0
人
と
な
る
。
 

火
災

延
焼

や
停

電
、

食
料

・

水
等

の
必

要
物

資
不

足
、

ト

イ
レ

不
足

な
ど

に
よ

り
避

難

住
民
が
増
加
。
 

高
齢

者
、

障
害

者
等

の
要

配

慮
者

を
中

心
と

し
た

き
め

こ

ま
や

か
な

対
応

も
求

め
ら

れ

る
。
 

物
資

不
足

は
一

部
解

消
さ

れ

る
も

の
の

、
時

間
と

共
に

ニ

ー
ズ
が
変
化
。
 

避
難

所
運

営
を

手
伝

う
ボ

ラ

ン
テ
ィ
ア
が
増
え
て
く
る
。

避
難
者
は

1
週
間
後
に
ピ
ー

ク
の

1
2
,
3
0
0
人
。
 

余
震

の
減

少
及

び
ラ

イ
フ

ラ
イ

ン
の

復
旧

に
応

じ
て

、
住

宅
被

害
が

軽
微

だ
っ

た
住

民
は
自
宅
へ
戻
る
。

避
難

所
暮

ら
し

に
疲

れ
を

憶
え

る
人

が
増

加
。
 

避
難

者
の

一
部

は
公

営
住
宅
等
へ
入
居
。
 

避
難

所
暮

ら
し

の
長

期
化

に
よ

り
、

高
齢

者
を

中
心

に
体

調
を

崩
す

人
が

増
え

、
イ

ン
フ

ル
エ

ン
ザ

等
の

感
染

症
の

リ
ス

ク
が

増
大
。
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南
海
ト
ラ

フ
巨

大
地
震

に
よ

る
吉
野

川
市

の
被
災

シ
ナ

リ
オ
（

5
/
7
）

 

項
目
 

発
災

直
後

（
～

1
2
時

間
後

）
 

1
2
時

間
後

～
3
日

 
4
日
～
1
週
間
 

8
日
～

14
日
 

1
5
日

～
1
ヶ

月
 

救
助
・

支
援

 

住
宅

 
仮

設
住

宅
建

設
、

公
営

住
宅

確
保

の
た

め
、

必

要
戸

数
、

建
設

用
地

等

検
討
。

 
徳

島
県

を
は

じ
め

と
す

る
関

連
団

体
・

業
者

と

調
整
開
始
。

 

公
営

住
宅

へ
の

入
居

者

募
集
。

 
民

間
賃

貸
住

宅
等

提
供

に
つ
い
て
調
整
。

 

仮
設

住
宅

建
設

の
着

工
。

 
仮

設
住

宅
へ

の
入

居
者

募
集
。

 
公

営
住

宅
へ

の
入

居
開

始
。

 
民

間
賃

貸
住

宅
の

斡

旋
。

 
帰
宅
困
難
者

 
鴨

島
駅

周
辺

等
で

帰
宅

困
難

者
が

一
部

発
生
。

 
物

資
の

提
供

や
避

難
所

等
へ

の
誘

導
等

対
応
。

 

避
難

所
等

へ
の

情
報

提
供

に

よ
り
、
徐
々
に
減
少
。

 

災
害
廃
棄
物

 
市

内
の

家
屋

倒
壊

・
焼

失
等

に
よ

り
、

約
16

万
ト
ン
、

28
万
ｍ

3
程
度
の
災

害
廃
棄
物
が
発
生
す
る
。

 

被
害

が
小

さ
か

っ
た

地
域

で

は
家

内
外

の
片

付
け

を
開

始

し
、
廃
棄
物
が
出
始
め
る
。

（
左
記
状
況
の
継
続
）

 
全

半
壊

の
建

物
を

除
い

て
、

概
ね

片
付

け
完

了
。

全
壊

建
物

の
撤

去

が
始

ま
り

、
震

災
廃

棄

物
が
急
増
す
る
。

 

廃
棄

物
置

き
場

の
ス

ペ

ー
ス

が
足

り
な

く
な

り
、

仮
置

き
場

を
確

保

す
る
。

 

避
難

行
動

要

支
援
者

 
避

難
行

動
要

支
援

者
の

安
否

確
認

、
避

難
誘
導
に
手
間
取
る
。
 

福
祉

避
難

所
の

利
用

が
開

始

さ
れ

る
が

不
足

し
、

一
般

の

避
難

所
や

社
会

福
祉

施
設

等

へ
の

緊
急

入
所

が
行

わ
れ

る
。
 

避
難

所
生

活
等

で
生

活

不
活

発
病

発
生

の
恐

れ
。

 

自
主

防
災

組
織

と
も

協

力
し

た
継

続
的

な
支

援

と
健

康
状

態
の

確
認

を

要
す
。

 

災
害

関
連

死
・

孤
立

死

等
の
発
生
。

 

死
者

・
行

方

不
明
者

 
市

内
で

約
1
00

人
の

死
者

が
発

生
す

る
。

搬
送

・
検

死
・

身
元

確
認

の
実

施

と
共
に
、
遺
体
安
置
所
を
設
置
す
る
。

遺
体

の
身

元
確

認
、

家
族

へ

の
遺

体
の

引
き

渡
し

を
実

施

す
る

が
、

身
元

の
分

か
ら

な

い
遺

体
も

あ
り

、
継

続
的

な

管
理
・
保
全
を
要
す
。
 

（
左
記
状
況
の
継
続
）

施
設

の
被

害
、

燃
料

不

足
等

に
よ

り
、

火
葬

処

理
能
力
が
不
足
。

 

市
の

主
催

の
合

同
慰

霊

祭
が
開
催
さ
れ
る
。
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南
海
ト
ラ

フ
巨

大
地
震

に
よ

る
吉
野

川
市

の
被
災

シ
ナ

リ
オ
（

6
/
7
）

 

項
目

 
発

災
直

後
（

～
1
2
時

間
後

）
 

1
2
時

間
後

～
3
日

 
4
日
～
1
週
間
 

8
日
～

14
日
 

1
5
日

～
1
ヶ

月
 

行
政

 
対
応

 

職
員

・
庁

舎

被
害

 
市

役
所

の
被

害
は

軽
微

で
あ

っ
た

が
、

什
器

が
倒

れ
、

P
C

転
倒

な
ど

業
務

再

開
に
時
間
を
要
す
。

 
被

害
が

多
く

、
暗

く
な

っ
て

い
る

こ
と

も
あ

り
、

職
員

参
集

に
時

間
を

要
し

、

初
期

対
応

の
人

員
が

大
き

く
不

足
す

る
。

 
通

信
の

不
通

に
よ

り
、

安
否

確
認

が
進

ま
な
い
。

 

庁
舎

施
設

・
設

備
の

被
害

、

電
気

や
通

信
な

ど
の

ラ
イ

フ

ラ
イ

ン
途

絶
等

に
よ

り
、

市

本
部

の
運

用
に

支
障

を
来

た

す
。

 
避

難
者

が
市

役
所

等
公

共
施

設
に

続
々

と
集

ま
っ

て
き

て

対
応
に
追
わ
れ
る
。

 

行
方

不
明

者
や

被
害

が

多
く

、
対

応
に

追
わ

れ

る
。

 
職

員
の

食
糧

調
達

等
に

も
時
間
を
要
す
。

 
支

援
職

員
等

が
到

着

し
、

協
力

を
開

始
す

る

が
、

当
初

混
乱

も
生

じ

る
。

 

連
日

の
災

害
対

応
業

務

に
よ

り
、

職
員

の
健

康

問
題

が
発

生
す

る
恐

れ
。

 

（
左
記
状
況
の
継
続
）

 

他
自

治
体

か

ら
の
応
援

 
自

動
応

援
協

定
を

結
ぶ

自
治

体
は

応
援

準
備
を
開
始
し
、
先
遣
隊
を
派
遣
。

 
他

自
治

体
等

か
ら

応
援

職
員

が
到
着
し
始
め
る
。

 
被

災
の

状
況

か
ら

、
追

加
応

援
要
請
を
す
る
。

 

他
自

治
体

等
か

ら
の

応

援
職

員
の

受
入

・
活

動

調
整

が
本

格
化

す
る

が
、

職
員

不
足

の
た

め
、

対
応

し
き

れ
な

い
。

 

（
左
記
状
況
の
継
続
）

応
援

職
員

と
の

役
割

分

担
等
、
軌
道
に
乗
る
。

 

学
校

 
非

常
参

集
後

に
避

難
所

と
し

て
開

設
等

対
応
。

 
 

体
育

館
は

避
難

所
と

し
て

使

用
さ

れ
、

自
主

防
災

組
織

等

と
連
携
し
、
運
営
を
支
援
。

学
校
は
休
校
。

 

避
難

所
の

運
営

支
援

と

平
行

し
て

応
急

教
育

の

開
始
準
備
を
行
う
。

 

避
難

者
に

配
慮

し
つ

つ
、

学
校

再
開

準
備

を

進
め
る
。

 
 

避
難

所
の

統
廃

合
が

進

み
、

1
ヶ
月
後
に
全
校
で

授
業
再
開
。

 
被

災
児

童
へ

の
就

学
支

援
、
心
の
ケ
ア
。

 
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
 

各
地

か
ら

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

が

集
ま
り
始
め
る
。

 
当

初
は

社
会

福
祉

協
議

会
と

の
連
携
が
十
分
と
れ
な
い
。

災
害

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ

ン
タ
ー
の
立
ち
上
げ
。

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
数

が

増
大
。

 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

セ
ン

タ

ー
の

運
営

が
軌

道
に

乗

る
こ

と
で

、
行

政
と

の

連
携
が
円
滑
に
。

 

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

活
動

の

継
続
。

 

救
援
物
資

 
市

に
救

援
物

資
が

少
し

ず
つ

届
き
始
め
る
。

 
避

難
所

等
へ

輸
送

開
始

す
る

が
、

道
路

閉
塞

や
一

部
渋

滞

が
物

資
輸

送
の

障
害

と
な

る
。

 

救
援

物
資

が
増

え
始

め

る
が

、
道

路
交

通
情

報

や
避

難
所

の
ニ

ー
ズ

把

握
に
苦
労
す
る
。

 
道

路
閉

塞
・

渋
滞

が
避

難
所

へ
の

物
資

輸
送

の

障
害
と
な
る
。

 

救
援

物
資

が
殺

到
し

、

保
管

場
所

、
仕

分
け

要

員
、

車
両

が
不

足
す

る
。

 
24

時
間

体
制

で
救

援

物
資

が
届

け
ら

れ
、

対

応
を
要
す
る
。

 

配
送

体
制

は
安

定
す

る
。

 
時

間
と

共
に

避
難

者
の

ニ
ー

ズ
は

変
化

し
、

そ

れ
ら

に
対

応
し

た
物

資

調
達

・
提

供
方

法
を

工

夫
。
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南
海
ト
ラ

フ
巨

大
地
震

に
よ

る
吉
野

川
市

の
被
災

シ
ナ

リ
オ
（

7
/
7
）

 

項
目

 
発

災
直

後
（

～
1
2
時

間
後

）
 

1
2
時

間
後

～
3
日

 
4
日
～
1
週
間
 

8
日
～

14
日
 

1
5
日

～
1
ヶ

月
 

行
政

 
対
応

 

建
物

危
険

度

判
定

、
罹

災

証
明

 

建
物
危
険
度
判
定
の
準
備
を
始
め
る
。

建
物

危
険

度
判

定
が

徐
々

に

開
始
さ
れ
る
。

 
県

等
か

ら
の

応
援

調
査

員
を

受
入
。

 

建
物

被
害

認
定

調
査

、

罹
災

証
明

発
行

手
続

き

の
開
始
。

 

建
物

危
険

度
判

定
の

終

了
。

 
罹

災
証

明
発

行
手

続

き
、

各
種

被
災

支
援

手

続
き

に
よ

り
窓

口
が

混

乱
。

 

（
左

記
状

況
の

継

続
）

 

広
報

 
市

民
、

報
道

機
関

か
ら

の
市

内
被

害
状

況
、

災
害

対
応

状
況

等
に

関
す

る
問

合

せ
が
殺
到
。

 

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

に
震

災
関

連

を
立
ち
上
げ
る
。

 
情

報
収

集
・

集
約

に
追

わ
れ

る
。

 

各
種

情
報

や
支

援
物

資

の
要

望
を

H
P

に
掲

載
。

 

H
P
・

避
難

所
等

で
の

広

報
。

 
メ
デ
ィ
ア
対
応
。

 

（
左

記
状

況
の

継

続
）

 

被
災
者
対
応

（
避
難
所
）

自
身

の
安

全
確

保
、

家
族

の
安

否
、

周

辺
被

害
の

状
況

等
、

生
命

維
持

及
び

情

報
に
関
す
る
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
。

 
通
信
手
段
の
確
保
対
応
。

 

水
や

食
料

、
毛

布
等

の
ニ

ー

ズ
へ

の
対

応
、

プ
ラ

イ
バ

シ

ー
の
確
保
。

 
避

難
所

に
お

け
る

ペ
ッ

ト
飼

育
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
。

 

衛
生

面
（

ト
イ

レ
、

入

浴
等

）
、

暖
か

い
食

事

等
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
。

 
在

宅
避

難
者

へ
の

対

応
。

 

被
災

し
た

自
宅

の
公

費

解
体

等
に

対
す

る
問

合

せ
へ
の
対
応
。

 
 

雇
用

や
生

活
再

建
等

の
被

災
者

生
活

再
建

支
援

に
関

す
る

問
合

せ
へ
の
対
応
。

 

被
災
者
対
応

（
窓
口
）

 
安

否
確

認
や

避
難

所
の

収
容

先
、

被
害

状
況
等
に
関
す
る
問
合
せ
が
殺
到
。

 
各

窓
口

に
お

い
て

、
業

務
開

始
の

た
め

の
情

報
収

集
、

情

報
の
整
理
を
実
施
。

 

市
民

相
談

窓
口

の
開

設
。

 
被

災
状

況
、

ラ
イ

フ
ラ

イ
ン

の
復

旧
、

安
否

確

認
等

に
関

す
る

問
合

せ

が
殺
到
。

 
電

話
が

つ
な

が
り

に
く

い
、

復
旧

が
遅

い
等

に

よ
り

、
行

政
に

対
す

る

不
満
増
大
の
可
能
性
。

 

窓
口
へ
市
民
が
集
中
。

 
長

時
間

の
受

付
待

ち
が

発
生

し
た

場
合

、
市

民

の
行

政
に

対
す

る
不

満

が
増
大
す
る
可
能
性
。

 

義
援

金
、

雇
用

、
生

活
再

建
等

の
被

災
者

生
活

再
建

支
援

に
関

す
る

問
合

せ
へ

の
対

応
。
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第３章 業務継続目標の設定 

 

想定される大規模災害発生時においても、市民の身体・生命・財産の保護を最優先とし、

また、被災者が少しでも早く、安心できる日常生活に戻ることができるように業務を遂行す

ることが、行政として最も基本的かつ重要な責務である。対象とする南海トラフ巨大地震で

は、行政自身にも大きな被害が及び、限られた資源（人員・設備等）で責務を果たすことが

求められる。そのため、実施すべき業務の優先度を定めることが必要であり、そのための吉

野川市全体の業務継続目標を、下表のとおり設定した。 

 

表3.1 吉野川市全体の業務継続目標 

目標時期 
業務継続目標 

災害対応業務 通常業務 

3 時間 

以内 

・災害対策本部体制の確立 

・避難所の開設 

・救急・救助活動の開始 

・救護所の設置開始 

・要配慮者の応急対策開始 

・重要通信設備等の確保 

・住民等広報の開始 

・公印の管理・保管体制の確立 

・新型感染症等対策体制の確立 

24 時間 

以内 

・被害の全体像の把握完了 

・緊急交通・緊急輸送の確保 

・避難者の避難所への収容完了 

・応急トイレ対策開始 

・遺体の収容・処理体制の確立 

・建築物の応急危険度判定開始 

・災害対応に係る重要システムの運用

再開 

・個人情報・重要情報の保護 

・重大行事等の延期調整手続き 

3 日 

以内 

・市民相談窓口の設置 

・罹災証明書の発行開始 

・各種応援・支援の受け入れ体制確立 

・ボランティアセンター設置 

・義援金の受入体制確立 

・福祉に関する窓口業務の再開 

・国民健康保険事務の再開 

・各種処理システムの運用再開 

・文章の収受・発送業務再開 

1 週間 

以内 

・市管理公共施設等の応急復旧の開始 

・がれき等の収集・運搬・処理体制確立

・住宅入居に関する関連業務開始 

・文化財・文化施設等の応急対策開始 

・窓口業務の再開 

・住民票・転出入・印鑑登録等業務の

再開 

2 週間 

以内 

・被災に関する各種証明書の発行開始 

・被災者の生活再建に係る業務の開始 

・学校・保育所関連事務の再開 

・経理・支払い事務の再開 

・職員の人事・給与事務の再開 

1 ヶ月 

以内 

・応急仮設住宅の建設開始 

・所管施設の応急復旧完了 

・本復旧・復興への移行 

・学校教育の再開 

・地方交付税等交付金業務の再開 

・各種賦課調定業務の再開 

※「地震発災時における地方公共団体の業務継続の手引きとその解説 第1版」（内閣府）、「吉野

川市地域防災計画 第2章 第1節災害応急対策の流れ」等を参考 
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第４章 業務継続における執行体制 

 

４．１ 災害対策本部の体制 

 

（１）災害対策本部の設置 

 

吉野川市災害対策本部は、「吉野川市地域防災計画」において、地震に関しては、次の設

置基準に基づき、自動設置することとなっている。 

災害対策本部の設置基準 

① 震度５強以上の地震が発生したとき 

② 南海トラフ地震又は当該地震と判定されうる規模の地震が発生したと

判断したとき 

 

本計画が前提とする「南海トラフ巨大地震」では、市内で最大震度6強の揺れが生じるこ

とから、上記基準に基づく災害対策本部を自動設置することとなる。 

 

（２）職員の動員配備体制 

 

本市における地震時の職員配備体制は、吉野川市地域防災計画により、次のとおりであ

る。勤務時間外における南海トラフ巨大地震発生の際は、第3次配備となり、全職員は、勤

務場所（所属部署）を基本として、第2参集場所に自主参集しなければならない。 

 

表4.1.1 吉野川市の配備基準 

配備区分 動員職員 震度階区分 

第1次配備 

（警戒体制） 

防災局長、指定部・次長 

消防団長、副教育長 

防災対策課全職員 

建設部・産業経済部全職員 

指定課長、指定職員 等 

震度４ 

第2次配備 

（災害警戒本部・支部設置） 

全部・次長、全課長 

支所長、指定職員 
震度５弱 

第3次配備 

（災害対策本部・支部設置） 
全職員 震度５強以上

※   は、本計画の対象地震による該当配備体制を示す。 
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（３）決定者代行順位 

 

配備体制の決定等、命令系統における決定者は市長であるが、市長不在または連絡不能の

場合は、吉野川市地域防災計画に基づき、以下の代決者・代行順位となる。 

 

表4.1.2 吉野川市の決定者・代決者 

 第1次・第2次配備体制 第3次配備体制 

決定者 ①防災局長 ①市長 

代決者 

（○数値：順位） 

②総務部長 

③建設部長 

②副市長 

③防災局長 

※   は、本計画の対象地震による代行順位を示す。 

 

（４）災害対策本部の組織 

 

吉野川市の災害対策本部の組織構成は、通常組織との対応と合わせて、表4.1.3のとおり

である。南海トラフ巨大地震発生時には、市長を本部長とする災害対策本部を、本庁東棟2

階に設置することとなる。災害対策本部の副本部長は、副市長及び教育長、本部員は、局長

又は部長、次長により構成される。また、災害対策本部の各班は、それぞれ本部員を班長と

して、各所属部署職員で構成する。 
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表4.1.3 吉野川市災害対策本部の組織構成と通常組織の関係 

班長 班員の所属部署（課等）

防災対策課
総務課
議会事務局
管財システム課
管財システム課
企画財政課
監査委員事務局
会計課
税務課
国民年金課
人権課
環境企画課
運転管理センター 
選挙管理委員会
子育て支援課
健康推進課
介護保険課
社会福祉課
商工観光課
農業振興課
農地林業課
農業委員会事務局
建設課
監理課
都市計画住宅課
建築営繕室
経営企画課 
上下水道課
教育総務課
学校教育課
生涯学習課 
学校再編準備室
給食センター

鴨島支部 市民課
川島支部 川島支所
山川支部 山川支所
美郷支部 美郷支所

鴨島方面
川島方面
山川方面
美郷方面

消防団長消防班

教育班 副教育長

水道班 水道部長

災害対策支部班 市民部次長

民生・福祉班 健康福祉部長

建設班 建設部長 

経済班 産業経済部長

班名

情報総括・総務班
防災局長及び
　議会事務局長

企画・会計班
総務部長及び
　会計管理者

市民班 市民部長
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４．２ 職員の参集想定 

 

南海トラフ巨大地震が勤務時間外に発生した場合、市職員は、地域防災計画による配備基

準に基づき、指定された参集場所に自主参集を行う。ただし、同じく勤務時間外発災であっ

た阪神・淡路大震災では、公共交通機関の途絶や、職員自身の負傷等の被害により、参集及

び非常体制確立に多大な時間を要したことが報告されている。本計画では、このような交通

機関の途絶や、職員自身あるいは家族の被災を考慮して、より現実的な職員の参集予測を行

った。 

 

（１）参集予測における条件設定 

 

１）参集予測の前提条件 

職員の参集予測における前提条件を以下に示す。 

 

＜対象職員＞ 

○職員の参集は、勤務時間外（休日 18 時発災）とし、非常時優先業務（災害対応業務・優先

通常業務）を行う予定となっている全職員（臨時職員等含む）が自宅から指定された参集場

所へ向かうものとする。 

○全職員の内、休職中や健康上等の理由により、災害時参集免除となっている職員は、本予測

の対象外とする。 

○市長・副市長始め、災害対策本部会議の構成員となる局長、部長等は、班員としては計上せ

ず、災害対策本部会議として扱う。 

○消防班については、業務の専任性や災害時の指揮命令系統・人員運用等の独立性を踏まえ、

本検討での対象外とする。 

 

＜参集手段＞ 

○全交通機関は、地震発生後に停止しており、使用不能とする。 

○参集方法は、職員参集名簿による各職員の参集手段に基づき、徒歩あるいは自転車、バイク

のいずれかを基本とする。 

 

２）参集所要時間に係る設定 

職員参集の所要時間は、参集開始時間と移動時間の和とするものとして、職員参集名簿の

情報と被害想定による吉野川市の被害状況の考慮に基づき、既往事例等も参考として次のと

おり算定する。 

 

＜参集開始時間＞ 

参集開始時間は、災害発生より 10 分後を基本とし、職員参集名簿の情報に基づき、以下の
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2 点を考慮するものとして、次のとおり仮定する。 

○自宅の耐震性 

自宅の建築年が「S56 以前」（旧耐震）、あるいは耐震診断結果によって自宅の耐震性

が「無」と判断された場合、発災より 1 日は参集不能として、参集開始時間を 24 時間後

とする。 

○早期参集開始の可否 

発災時において、介護等の要支援者がいる場合など、早期参集開始が否の場合、発災よ

り 1 日は参集不能として、参集開始時間を 24 時間後とする。 

 

＜移動時間＞ 

参集時の移動時間は、以下の参集距離と移動速度より算出する。この結果と職員参集名

簿に記載されている参集（想定）移動時間を比較し、長い方の時間をその職員の参集移動

時間とする。 

・参集距離は、職員の自宅住所の情報と参集場所の住所を用いて計算した、自宅から

参集場所までの直線距離に、実際の参集経路を安全側の観点から考慮するための係

数（2/√2）を掛けることで算出する。 

・職員の参集手段は、職員参集名簿に記載されている、徒歩あるいは自転車、バイクのい

ずれかの参集手段とする。なお、職員参集名簿において、参集手段が自動車と記載され

ている場合については、安全側の観点も含め、徒歩と仮定する。 

・移動速度は、道路被害や火災延焼、避難者等による道路混雑の影響により、通常時より

大幅に低減することが想定される。ここでは、移動手段による速度を通常時よりも遅く

することで、これらの影響を考慮するものとし、内閣府の被害想定や他の自治体事例等

により、次のとおり仮定する。 

○徒 歩： 3km/h（多くの自治体の参集想定で用いている値） 

○自転車： 8km/h（大阪府や堺市で用いている値） 

○バイク：15km/h（堺市で用いている値） 

 

以上の参集開始時間と移動時間の和より参集所要時間を算出する。 

 

３）職員の被災に係る設定 

職員自身の負傷等による非常参集への影響について、職員参集名簿の情報と、市域の被害想定

結果や阪神・淡路大震災での事例等に基づき、参集不能率を設定し、対象とする参集職員数に、

発災からの時期に応じた参集不能率を乗じることで考慮する。 

参集不能率は、発災からの時期に応じて、以下に示すとおり仮定する。 

なお、吉野川市外の在住者も存在するが、参集対象者 578 人のうち、496 人（約 86％）が吉野

川市内在住であることを踏まえ、ここでは、吉野川市の被害想定数量に基づき、参集不能率を算

定するものとする。 
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＜発災～24 時間＞ 

・全壊・焼失・半壊等、自宅が災害により被害を受ける者は、発災～24 時間は参集不能

とする。自宅が地震により被害を受ける者は、被害想定における建物全壊・焼失率

12.0％（2,100 棟）、建物半壊率 29.1％（5,100 棟）の合計であると仮定して、

41.7％の職員が参集不能となる。ただし、職員参集名簿より、自宅の建築年次から旧耐

震である、あるいは耐震性無しの職員が 135 人（23.4％）いることから、これら職員は上

記 41.7％に含まれるものと仮定し、残り 18.3％の職員が 24 時間後まで参集不能とする。 

・阪神・淡路大震災時の芦屋市職員に対するアンケートによれば、回答した職員の

5.5％が自宅周辺あるいは参集途上において、被災現場での救助活動等を行っている。

このデータを用い、5.5％の職員は救助活動により参集不能とする。（出典：（財）

消防科学総合センター『地域防災データ総覧 阪神・淡路大震災基礎データ編』） 

・上記２種類の要因を合計した、23.8％の職員を参集不能とする。 

※なお、死傷による影響は、被害想定における死傷者数が建物被害より算出されるものであ

るため、死傷者は自宅が被害を受ける者に含まれる。 

 

＜24 時間～72 時間＞ 

・自宅の被災等、自身及び家族を含めて避難が必要な者が、自身及び家族の安全確保のため

に参集不能となるものと仮定する。これを、被害想定における避難所生活者数（発災当日

3,900 人と 1 週間後 6,100 人の中間値 5,000 人）と考え、人口比により、11.4％の職員を

参集不能とする。 

 

＜3日～1週間＞ 

・職員自身が、死亡あるいは負傷した場合、及び家族が死亡あるいは重傷を負った場合を参

集不能とする。職員自身が死亡あるいは負傷する確率は、被害想定に基づき、市民の死亡

者数（100 人、0.2％）、負傷者数（780 人、1.8％）の和（880 人、2.0％）とする。また、

家族の死亡あるいは重傷を負う確率は、市民の死亡者数（100 人、0.2％）及び重傷者数

（150 人、0.3％）の和（250 人、0.57％）を用いて計算した、家族（自身を除き 4 人と仮

定）に 1 人以上発生する確率（1-(1-0.005)4=2.3％）とする。この 2 つの和を取り、

4.3％の職員を参集不能とする。 

 

＜1週間以降＞ 

・職員自身が、死亡あるいは重傷を負った場合を参集不能とする。被害想定における死亡及

び重傷者の発生率は、上記のとおり 0.57％であるため、0.57％の職員を参集不能とする。 

 

以上の職員の被災等の影響による参集不能率をとりまとめると、下表のとおりとなる。 
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表 4.2.1 職員の被災等の影響による参集不能率の設定 

要因 発災からの経過時間（期間） 

 0～24 時間 24～72 時間 3 日～1週間 1 週間以降 

自身の死亡・重傷 下記に含む 下記に含む 下記に含む 0.57％

自身の負傷 下記に含む 下記に含む 2.0％ 

家族の死亡・重傷 下記に含む 下記に含む 2.3％ 

自身・家族の要避難 下記に含む 11.4％  

自宅の全壊・焼失・半壊(※) 18.3％  

救助活動 5.5％  

災害による参集不能率 23.8％ 11.4％ 4.3％ 0.57％

※前述の参集開始時間で考慮した自宅の耐震性「無」に該当する比率を除く。 
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（２）参集予測結果 

 

以上による職員の参集予測結果について、次ページ以降の図表に示す。 

これらより、想定される南海トラフ巨大地震が発生した場合の勤務時間外の職員の非常参集は、

発災後 1 時間までは約 17％に留まるものの、発災後 3 時間でおよそ 5 割、24 時間までに 55％程

度となり、発災初期の参集率は 5 割前後であることが分かる。また、発災 2 日後までには 9 割近

くとなり、1週間で約 95％と、ほぼ 1週間で職員の多くが参集できることとなる。 

また、災害対策班別の参集率の推移から、発災後 1 日程度以降は、ほぼ同様の傾向となってい

るものの、発災初期 1 日程度の期間は、対策班ごとにややばらつきがあり、例えば、発災後半日

前後では、班によっておよそ 20％程度の差があることが分かる。 
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表 4.2.2 班・経過時間別の想定参集者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4.2.3 班・経過時間別の想定参集率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部名
対象

部員数

0時間
～1時
間

1時間
～3時
間

3時間
～6時
間

6時間
～12時

間

12時間
～24時

間

1日～2
日

2日～3日3日～7日7日～10 10日～1 14日～3 30日～

災害対策本部会議 13 2 6 6 6 6 12 12 12 13 13 13 13

情報総括・総務班 29 5 15 17 17 17 26 26 28 29 29 29 29

企画・会計班 38 5 21 21 21 21 34 34 36 38 38 38 38

市民班 84 12 42 46 47 47 74 74 80 84 84 84 84

民生・福祉班 147 24 70 81 83 83 130 130 141 146 146 146 146

建設班 40 7 18 21 21 21 35 35 38 40 40 40 40

経済班 28 5 12 14 14 14 25 25 27 28 28 28 28

教育班 125 22 65 68 69 69 111 111 120 124 124 124 124

水道班 27 5 14 14 14 14 24 24 26 27 27 27 27

鴨島支部 15 3 10 10 10 10 13 13 14 15 15 15 15

川島支部 13 4 7 7 7 7 12 12 12 13 13 13 13

山川支部 11 2 5 5 5 5 10 10 11 11 11 11 11

美郷支部 8 2 2 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8

合計 578 98 287 315 319 319 513 513 553 576 576 576 576

30

日

7

日

14

日

3

日

10

日

24

時

間

3

時

間

6

時

間

12

時

間

1

時

間

2

日

部名
対象

部員数

0時間
～1時
間

1時間
～3時
間

3時間
～6時
間

6時間
～12時

間

12時間
～24時

間

1日～2
日

2日～3日3日～7日7日～10 10日～1 14日～3 30日～

災害対策本部会議 13 15.4% 46.2% 46.2% 46.2% 46.2% 92.3% 92.3% 92.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

情報総括・総務班 29 17.2% 51.7% 58.6% 58.6% 58.6% 89.7% 89.7% 96.6% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

企画・会計班 38 13.2% 55.3% 55.3% 55.3% 55.3% 89.5% 89.5% 94.7% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

市民班 84 14.3% 50.0% 54.8% 56.0% 56.0% 88.1% 88.1% 95.2% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

民生・福祉班 147 16.3% 47.6% 55.1% 56.5% 56.5% 88.4% 88.4% 95.9% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3%

建設班 40 17.5% 45.0% 52.5% 52.5% 52.5% 87.5% 87.5% 95.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

経済班 28 17.9% 42.9% 50.0% 50.0% 50.0% 89.3% 89.3% 96.4% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

教育班 125 17.6% 52.0% 54.4% 55.2% 55.2% 88.8% 88.8% 96.0% 99.2% 99.2% 99.2% 99.2%

水道班 27 18.5% 51.9% 51.9% 51.9% 51.9% 88.9% 88.9% 96.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

鴨島支部 15 20.0% 66.7% 66.7% 66.7% 66.7% 86.7% 86.7% 93.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

川島支部 13 30.8% 53.8% 53.8% 53.8% 53.8% 92.3% 92.3% 92.3% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

山川支部 11 18.2% 45.5% 45.5% 45.5% 45.5% 90.9% 90.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

美郷支部 8 25.0% 25.0% 62.5% 62.5% 62.5% 87.5% 87.5% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

合計 578 17.0% 49.7% 54.5% 55.2% 55.2% 88.8% 88.8% 95.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7%
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図 4.2.1 参集予測対象職員の経過時間別の想定参集者数・参集率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4.2.2 参集予測対象職員の班別・経過時間別の参集率 
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第５章 非常時優先業務の整理 

 

５．１ 非常時優先業務の定義と選定方法 

 

（１）非常時優先業務の定義 

 

災害時においても、市が行政として早期に実施すべき重要業務を非常時優先業務として明

確化する。非常時優先業務は、災害発生時に市民の生命及び財産の保護、都市機能の維持及

び早期回復を図るために実施すべき各種災害対応業務と、市民への影響を考慮して災害時に

おいても継続あるいは早期再開すべき通常業務のことを指すものとし、以下のとおり定義す

る。 

【非常時優先業務の定義】 

 

非常時優先業務とは、発災から１か月以内に、優先的に実施・再開すべき業

務であって、発災後に新たに発生する「災害対応業務」と、通常業務のうち早

期に再開すべき「優先通常業務」の総称をいう。 

 

 

（２）非常時優先業務の選定方法 

 

吉野川市の非常時優先業務の選定は、以下に示す方法で実施した。また、非常時優先業務

の整理においては、第３章で示した吉野川市全体の業務継続目標を前提として、災害対策本

部体制における班単位で、実施すべき業務の名称や担当班・通常業務部署、目標実施時期、

必要職員数、必要システム等を整理した。 

 

１）災害対応業務 

「吉野川市地域防災計画」の「第２編 第２章 災害応急対策」に定める各応急対応事項

と、各班の分掌事務を中心に、発災から1か月の間で実施すべき全ての業務を洗い出し、非

常時優先業務として位置付けた。 

 

２）優先通常業務 

本市が実施している通常時の全業務をリスト化し、全庁の業務継続目標、災害時における

優先度の観点、及び市民生活に与える影響を鑑み、発災後１か月以内に再開すべきと判断し

た業務を非常時優先業務（優先通常業務）として位置付けた。なお、発災から１か月以内で

は再開しない業務については、休止業務と位置付けた。 
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５．２ 非常時優先業務の整理結果 

 

前節の方法により選定した非常時優先業務の整理結果を以下に示す。なお、消防班につい

ては、災害時の指揮命令系統や人員運用等において独立性が高く、業務内容の専任性も高い

ことを踏まえ、本計画では対象外としている。 

選定した非常時優先業務は、全695業務で、災害対応業務357業務、優先通常業務338業務

となる。通常業務における非常時優先業務（優先通常業務）の実施率（選定率）は42.7％と

なり、他自治体の2～4割程度と比べると、やや高めの結果と考えられる。なお、通常業務の

残り454業務は、発災後1ヶ月間については休止業務となる。 

非常時優先業務を実施するために必要となる人員数は、発災直後から時間とともに増える

傾向であり、12時間後にはおよそ900人、1～2日で1,500人強、1週間後には1,800人を超え、

2週間後で最大の約1,900人となることが分かる。 

 

表5.2.1 非常時優先業務数 

業務の分類 全業務数 非常時優先業務数 休止業務数 実施率 

災害対応業務 357 357 0 100.0％ 

通常業務 792 338 454 42.7％ 

合計 1,149 695 454 60.5％ 
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表5.2.2(a) 非常時優先業務（災害対応業務）の必要人員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.2.2(b) 非常時優先業務（災害対応業務）の業務数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名

0
時

間
～

1
時

間
～

3
時

間
～

6
時

間
～

12
時

間
～

24
時

間
～

2
日

～

3
日

～

7
日

～

1
0
日

～

1
4
日

～

3
0
日

～

情報総括・総務班 1.0 35.8 34.0 35.5 35.5 29.3 24.8 27.0 26.7 26.7 26.2 23.2

企画・会計班 0.0 2.0 8.0 5.0 5.0 7.0 7.0 15.0 15.0 15.0 218.0 234.0

市民班 0.0 12.0 24.1 25.1 13.1 67.5 66.5 113.6 236.5 248.6 234.5 152.5

民生・福祉班 23.0 65.0 73.0 73.0 76.0 468.0 473.0 476.0 454.0 454.0 378.0 308.0

建設班 0.0 10.0 220.0 220.0 316.0 305.0 300.0 486.0 445.0 448.0 451.0 339.0

経済班 0.0 0.0 8.0 19.0 15.0 27.0 35.0 54.0 31.0 31.0 31.0 32.0

教育班 6.0 237.0 241.0 241.0 242.0 244.0 244.0 243.0 241.0 241.0 120.0 108.0

水道班 1.5 132.5 131.0 129.0 129.0 210.0 210.0 103.0 103.0 106.0 101.0 16.0

鴨島支部 0.0 15.0 34.5 34.5 34.5 45.0 45.0 47.0 47.0 47.0 45.5 45.5

川島支部 5.0 5.0 9.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 4.0 0.0

山川支部 5.0 5.0 9.0 7.0 8.0 8.0 8.0 7.5 7.5 7.5 5.0 0.0

美郷支部 0.0 0.0 12.0 12.0 13.0 11.0 11.0 8.5 8.5 8.5 7.0 0.0

合計 41.5 519.3 803.6 808.1 894.1 1,428.8 1,431.3 1,587.1 1,621.7 1,639.8 1,621.2 1,258.2

班名
0時

間
～

1時
間

～

3時
間

～

6時
間

～

1
2
時

間
～

2
4
時

間
～

2日
～

3日
～

7日
～

10
日

～

14
日

～

30
日

～

休

止

業

務

業

務

数

計

情報総括・総務班 1 32 33 35 35 35 36 34 33 33 32 29 0 55

企画・会計班 0 1 3 2 2 3 3 7 7 7 11 12 0 15

市民班 0 2 7 8 6 14 13 25 36 38 34 24 0 49

民生・福祉班 7 17 20 20 21 61 61 58 53 53 39 31 0 73

建設班 0 2 12 12 13 13 12 15 18 20 21 13 0 29

経済班 0 0 8 12 8 10 10 22 16 16 16 17 0 36

教育班 2 5 6 6 7 9 9 9 10 10 9 4 0 16

水道班 1 11 10 8 8 11 11 10 10 10 9 4 0 23

鴨島支部 0 7 13 13 13 19 19 19 19 19 17 17 0 24

川島支部 6 6 9 6 6 6 6 5 5 5 2 0 0 11

山川支部 6 6 9 6 7 7 7 6 6 6 3 0 0 12

美郷支部 0 0 12 12 13 10 10 7 7 7 5 0 0 14

合計 23 89 142 140 139 198 197 217 220 224 198 151 0 357
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表5.2.3(a) 非常時優先業務（優先通常業務）の必要人員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.2.3(b) 非常時優先業務（優先通常業務）の業務数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名

0
時

間
～

1
時

間
～

3
時

間
～

6
時

間
～

1
2
時

間
～

2
4
時

間
～

2
日

～

3
日

～

7
日

～

1
0
日

～

1
4
日

～

3
0
日

～

情報総括・総務班 0.0 3.0 3.0 4.0 4.0 16.0 16.0 18.0 19.0 19.0 27.0 27.0

企画・会計班 0.0 2.0 8.6 8.6 8.6 12.6 12.6 21.6 21.6 21.6 21.6 21.6

市民班 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.7 25.7 36.7 85.7 85.7 86.8 97.0

民生・福祉班 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12.3 12.3 32.1 49.2 49.2 57.1 75.2

建設班 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 2.0 3.0 3.0

経済班 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 3.0 3.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0

教育班 0.0 0.0 3.1 3.1 3.1 4.1 4.1 14.7 14.8 14.8 32.0 33.0

水道班 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0

鴨島支部 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 1.1 1.1 1.1 13.6 13.6 14.1 14.1

川島支部 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0

山川支部 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0

美郷支部 0.0 0.0 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0

合計 0.0 5.0 23.3 24.3 24.3 96.3 96.3 161.7 244.9 244.9 280.6 309.9

班名
0時

間
～

1時
間

～

3時
間

～

6時
間

～

1
2
時

間
～

2
4
時

間
～

2日
～

3日
～

7日
～

10
日

～

14
日

～

30
日

～

休

止

業

務

業

務

数

計

情報総括・総務班 0 4 4 5 5 14 14 15 16 16 19 19 61 80

企画・会計班 0 4 12 12 12 15 15 26 28 28 28 30 75 105

市民班 0 0 0 0 0 15 15 22 28 28 30 38 8 46

民生・福祉班 0 0 0 0 0 13 13 52 83 83 95 124 85 209

建設班 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 68 71

経済班 0 0 1 1 1 3 3 7 7 7 7 7 66 78

教育班 0 0 2 2 2 3 3 15 16 16 49 50 67 117

水道班 0 0 0 0 0 7 7 7 7 7 7 7 14 21

鴨島支部 0 0 1 1 1 3 3 3 27 27 31 31 1 32

川島支部 0 0 4 4 4 4 4 7 8 8 8 8 3 11

山川支部 0 0 4 4 4 4 4 7 8 8 8 8 3 11

美郷支部 0 0 4 4 4 4 4 7 8 8 8 8 3 11

合計 0 8 32 33 33 85 85 168 238 238 293 333 454 792
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表5.2.4(a) 非常時優先業務の必要人員数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表5.2.4(b) 非常時優先業務の業務数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

班名

0
時

間
～

1
時

間
～

3
時

間
～

6
時

間
～

1
2時

間
～

2
4時

間
～

2
日

～

3
日

～

7
日

～

1
0日

～

1
4日

～

3
0日

～

情報総括・総務班 1.0 38.8 37.0 39.5 39.5 45.3 40.8 45.0 45.7 45.7 53.2 50.2

企画・会計班 0.0 4.0 16.6 13.6 13.6 19.6 19.6 36.6 36.6 36.6 239.6 255.6

市民班 0.0 12.0 24.1 25.1 13.1 93.2 92.2 150.3 322.2 334.3 321.3 249.5

民生・福祉班 23.0 65.0 73.0 73.0 76.0 480.3 485.3 508.1 503.2 503.2 435.1 383.2

建設班 0.0 10.0 220.0 220.0 316.0 305.0 300.0 486.0 447.0 450.0 454.0 342.0

経済班 0.0 0.0 9.0 20.0 16.0 30.0 38.0 61.0 38.0 38.0 38.0 39.0

教育班 6.0 237.0 244.1 244.1 245.1 248.1 248.1 257.7 255.8 255.8 152.0 141.0

水道班 1.5 132.5 131.0 129.0 129.0 224.0 224.0 117.0 117.0 120.0 115.0 30.0

鴨島支部 0.0 15.0 34.6 34.6 34.6 46.1 46.1 48.1 60.6 60.6 59.6 59.6

川島支部 5.0 5.0 11.5 9.5 9.5 9.5 9.5 12.0 12.5 12.5 10.0 6.0

山川支部 5.0 5.0 11.5 9.5 10.5 10.5 10.5 13.0 13.5 13.5 11.0 6.0

美郷支部 0.0 0.0 14.5 14.5 15.5 13.5 13.5 14.0 14.5 14.5 13.0 6.0

合計 41.5 524.3 826.9 832.4 918.4 1,525.1 1,527.6 1,748.8 1,866.6 1,884.7 1,901.8 1,568.1

班名
0
時

間
～

1
時

間
～

3
時

間
～

6
時

間
～

1
2
時

間
～

2
4
時

間
～

2
日

～

3
日

～

7
日

～

1
0
日

～

1
4
日

～

3
0
日

～

休

止

業

務

業

務

数

計

情報総括・総務班 1 36 37 40 40 49 50 49 49 49 51 48 61 135

企画・会計班 0 5 15 14 14 18 18 33 35 35 39 42 75 120

市民班 0 2 7 8 6 29 28 47 64 66 64 62 8 95

民生・福祉班 7 17 20 20 21 74 74 110 136 136 134 155 85 282

建設班 0 2 12 12 13 13 12 15 20 22 24 16 68 100

経済班 0 0 9 13 9 13 13 29 23 23 23 24 66 114

教育班 2 5 8 8 9 12 12 24 26 26 58 54 67 133

水道班 1 11 10 8 8 18 18 17 17 17 16 11 14 44

鴨島支部 0 7 14 14 14 22 22 22 46 46 48 48 1 56

川島支部 6 6 13 10 10 10 10 12 13 13 10 8 3 22

山川支部 6 6 13 10 11 11 11 13 14 14 11 8 3 23

美郷支部 0 0 16 16 17 14 14 14 15 15 13 8 3 25

合計 23 97 174 173 172 283 282 385 458 462 491 484 454 1,149
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第６章 業務継続における現状の課題と対策 

 

６．１ 人的資源に関する課題と対策 

 

（１）全庁の必要人員数と参集職員数の比較分析 

 

非常時優先業務の整理結果（5.2節）と、職員の参集予測結果（4.2節）による、非常時優

先業務の実施目標時期及び必要人員数と、参集職員数の情報を用いて、発災後の時期に応じ

た、非常時優先業務を実施するために必要となる人員数と参集職員数との関係を整理した。

それらの結果を次ページ以降の図表に示す。 

 

・市全体の非常時優先業務の必要人員数は、職員の参集予測による参集職員数と比べ、発災直

後を除く全時間帯において大きく不足している状態である。災害対応業務に着目しても、発

災初期より大きく人員不足となっており、発災後 3 時間程度以降は、職員数の 2 倍以上、発

災後 1 日程度以降で職員数の 3 倍前後の人員不足となっている。また、優先通常業務につい

ても、発災後徐々に必要人員が増加し、発災後 1 週間程度以降では、優先通常業務だけでも

職員数の半数程度の必要人員数となっている。これら大きく人員不足となる現状課題に対し、

外部からの各種人員確保策が必要であるとともに、業務効率化等による必要人員の削減策も

合わせて講じることが必要である。 

・特に、発災初期の人員不足については、外部からの人員確保が現実的には難しいことを勘案

し、早期における必要人員削減策を計画的に講じていくことが必要となる。 

・発災からある程度時間経過後の優先通常業務は、行政サービスの早期再開として重要である

ものの、災害対応業務で多くの人員が不足する状況下においては、適切な災害対応による迅

速な応急復旧等に支障を来たす可能性もあり、今後、精査が必要である。 
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図6.1.1 非常時優先業務必要人員数と参集職員数の時系列分布 
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図6.1.2(a) 非常時優先業務必要人員数と参集職員数の時系列分布（班別） 
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図6.1.2(b) 非常時優先業務必要人員数と参集職員数の時系列分布（班別） 
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表6.1.1 非常時優先業務必要人員数の時系列集計結果一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発災からの経過時間

0時間～ 1時間～ 3時間～ 6時間～ 12時間～ 24時間～ 2日～ 3日～ 7日～ 10日～ 14日～ 30日～

情報総括・ 参集想定 5 16 18 18 18 27 27 29 30 30 30 30

総務班 災害対応業務必要人数 1 36 34 36 36 29 25 27 27 27 26 23

情報総括・総務優先通常業務必要人数 0 3 3 4 4 16 16 18 19 19 27 27

企画・会計班 参集想定 5 22 22 22 22 35 35 37 39 39 39 39

企画・会計班 災害対応業務必要人数 0 2 8 5 5 7 7 15 15 15 218 234

企画・会計班 優先通常業務必要人数 0 2 9 9 9 13 13 22 22 22 22 22

市民班 参集想定 12 43 47 48 48 75 75 81 85 85 85 85

市民班 災害対応業務必要人数 0 12 24 25 13 68 67 114 237 249 235 153

市民班 優先通常業務必要人数 0 0 0 0 0 26 26 37 86 86 87 97

民生・福祉班 参集想定 24 70 82 84 84 131 131 142 147 147 147 147

民生・福祉班 災害対応業務必要人数 23 65 73 73 76 468 473 476 454 454 378 308

民生・福祉班 優先通常業務必要人数 0 0 0 0 0 12 12 32 49 49 57 75

建設班 参集想定 7 18 21 21 21 35 35 38 40 40 40 40

建設班 災害対応業務必要人数 0 10 220 220 316 305 300 486 445 448 451 339

建設班 優先通常業務必要人数 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3

経済班 参集想定 5 12 14 14 14 25 25 27 28 28 28 28

経済班 災害対応業務必要人数 0 0 8 19 15 27 35 54 31 31 31 32

経済班 優先通常業務必要人数 0 0 1 1 1 3 3 7 7 7 7 7

教育班 参集想定 22 65 68 69 69 111 111 120 124 124 124 124

教育班 災害対応業務必要人数 6 237 241 241 242 244 244 243 241 241 120 108

教育班 優先通常業務必要人数 0 0 3 3 3 4 4 15 15 15 32 33

水道班 参集想定 5 14 14 14 14 24 24 26 27 27 27 27

水道班 災害対応業務必要人数 2 133 131 129 129 210 210 103 103 106 101 16

水道班 優先通常業務必要人数 0 0 0 0 0 14 14 14 14 14 14 14

鴨島支部 参集想定 3 10 10 10 10 13 13 14 15 15 15 15

鴨島支部 災害対応業務必要人数 0 15 35 35 35 45 45 47 47 47 46 46

鴨島支部 優先通常業務必要人数 0 0 0 0 0 1 1 1 14 14 14 14

川島支部 参集想定 4 7 7 7 7 12 12 12 13 13 13 13

川島支部 災害対応業務必要人数 5 5 9 7 7 7 7 7 7 7 4 0

川島支部 優先通常業務必要人数 0 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6

山川支部 参集想定 2 5 5 5 5 10 10 11 11 11 11 11

山川支部 災害対応業務必要人数 5 5 9 7 8 8 8 8 8 8 5 0

山川支部 優先通常業務必要人数 0 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6

美郷支部 参集想定 2 2 5 5 5 7 7 8 8 8 8 8

美郷支部 災害対応業務必要人数 0 0 12 12 13 11 11 9 9 9 7 0

美郷支部 優先通常業務必要人数 0 0 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6

合計 参集想定 98 287 315 319 319 513 513 553 576 576 576 576

合計 災害対応業務必要人数 42 519 804 808 894 1,429 1,431 1,587 1,622 1,640 1,621 1,258

合計 優先通常業務必要人数 0 5 23 24 24 96 96 162 245 245 281 310

（非常時優先 情報総括・総務班 1 39 37 40 40 45 41 45 46 46 53 50

業務各班計） 企画・会計班 0 4 17 14 14 20 20 37 37 37 240 256

市民班 0 12 24 25 13 93 92 150 322 334 321 250

民生・福祉班 23 65 73 73 76 480 485 508 503 503 435 383

建設班 0 10 220 220 316 305 300 486 447 450 454 342

経済班 0 0 9 20 16 30 38 61 38 38 38 39

教育班 6 237 244 244 245 248 248 258 256 256 152 141

水道班 2 133 131 129 129 224 224 117 117 120 115 30

鴨島支部 0 15 35 35 35 46 46 48 61 61 60 60

川島支部 5 5 12 10 10 10 10 12 13 13 10 6

山川支部 5 5 12 10 11 11 11 13 14 14 11 6

美郷支部 0 0 15 15 16 14 14 14 15 15 13 6

部名 集計項目
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（２）各班の人的資源の現状課題と対策 

 

発災後の時期に応じた非常時優先業務の必要人員数と、職員参集予測による想定参集職員

数に基づく、各班の時系列での人員数比較分析より、人的資源の現状と課題、その対策につ

いて、対策班ごとに整理した。 

なお、ここで上げる各災害対策班の対策については、各班の人的分析結果から考えられる

対策案であり、必ずしも該当班の構成部署が主体となって実施するという意味ではないこと

に留意が必要である。実際の対策実施においては、防災対策課やその他関係部署が連携して

事業化に取り組む必要がある（「8.2業務継続マネジメント体制」参照）。 
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１）情報総括・総務班 
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図6.1.3 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（情報総括・総務班） 

 

＜現状と課題＞ 

・非常時優先業務の必要人員数は、参集職員数に対して発災直後を除く全時間帯で不足し

ており、参集人員数のおよそ 2 倍近い人員が必要となっていることから、人員確保策に

加え、必要人員の削減策と合わせ、計画的に対策を講じていく必要がある。 

・災害対応業務については、発災直後より被害情報を始めとする各種情報の収集・伝達・

広報等の情報処理が集中することによって、人員不足となっているものの、発災後 1 日

程度以降は、職員数と同程度である。 

・優先通常業務は、発災後 1 日程度以降から多くなっており、今後、業務の見直しも視野

に対応を検討する必要がある。 

 

＜対策＞ 

○発災からある程度時間経過後の大きな人員不足に対しては、外部からの計画的な人員確

保策が必要である。優先通常業務が多いことも踏まえ、他自治体かの受援が有効であり、

既往の徳島県内や鳥取県内の相互応援協定に加え、南海トラフ巨大地震による同時被災

とならない遠地、例えば、鳥取県以外の山陰地方や北陸地方の自治体などとの協定締結

を推進する。また、応援を受ける際の効果的な受援体制を構築するため、受援内容や規

模、方法・ルール、必要となる物品等を事前より検討し、受援計画を策定する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 
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→ 受援計画の策定 

○発災直後、特に 2 日程度までの人員不足に対しては、外部からの人員確保が難しいこと

も踏まえ、人員に余力のある企画・会計班や市民班からの内部の応援協力による人員確

保や、事前からの人員配備体制の見直しが考えられる。例えば、災害対策班を構成する

通常業務部署（課等）の配置の見直しや分掌事務の見直しなどが有効である。また、応

援内容や動員方法・基準等について、事前よりルール化することにより、効果的な協

力・連携体制の構築を図ることも必要となる。 

→ 災害対策班の人員配備体制の見直し 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 

○発災初期の人員確保には限界もあることから、業務実施の効率化を図る人員削減策も重

要である。例えば、非常時優先業務の多くを占める、各種情報の収集・集約・伝達・広

報等の内容・方法等について、使用する様式やルール等を含めた対応マニュアルの整備

を推進するとともに、常時からの計画的な教育・訓練を実現するため、教育・訓練計画

を定める。 

→ 情報収集・集約・伝達マニュアルの作成 

→ 職員の各種教育・訓練計画の作成と実施 

○長期的な人員不足や優先通常業務の大きな人員不足に対しては、市職員 OB の積極的な

活用策を講じることも有効であり、事前より計画的に活用検討を行う。 

→ 市職員OBの活用策検討 
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２）企画・会計班 
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図6.1.4 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（企画・会計班） 

 

＜現状と課題＞ 

・非常時優先業務の必要人員数は、参集職員数に対して、発災直後より 2 日程度までは比

較的余裕があることから、他班への応援体制を事前より計画しておくことが必要である。 

・発災後 2 週間程度以降については、職員数の 6 倍程度の人員不足となっており、これら

の多くは、家屋の被害認定調査を含む、罹災証明交付関係の税務課の業務であることも

踏まえ、計画的な人員確保策、人員削減策を講じる必要がある。 

 

＜対策＞ 

○発災後 2 日程度までは、他班の支援・応援を積極的に行う体制構築が必要であり、事前

より、応援内容や方法、役割分担等について検討・調整し、マニュアルで明文化する等、

効果的な応援のための準備を進める。また、人員が大きく不足する他班との事前からの

人員配備体制の見直しも視野に検討することも考えられる。 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 

→ 災害対策班の人員配備体制の見直し 

○発災後 2 週間程度以降の人員不足に対しては、外部からの人員確保策として、他自治体

からの受援が有効であり、既往の徳島県内や鳥取県内の相互応援協定に加え、南海トラ

フ巨大地震による同時被災とならない遠地、例えば、その他山陰や北陸地方の自治体な

どとの協定締結を推進する。また、応援を受ける際の効果的な受援体制を構築するため、
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受援内容や規模、方法・ルール、必要となる物品等を事前より検討し、受援計画を策定

する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○発災後 2 週間程度以降の人員不足について、優先通常業務も多くなっていることも踏ま

え、市職員 OB の積極的な活用策を講じることも有効であり、事前より計画的に活用検

討を行う。 

→ 市職員OBの活用策検討 

○罹災証明などの多くの人員を必要とする業務について、その業務の対象数量を削減する

ことも必要人員削減に繋がる有効な対策である。例えば、被災住宅等の数量を削減する

ために、住宅等建物の耐震改修の促進、そのための防災啓発冊子等の作成・更新などを

推進する。 

→ 耐震改修促進計画の見直しに基づく耐震改修の促進・啓発強化 

→ 市民の被災削減のための防災啓発冊子の作成・更新 
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３）市民班 
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図6.1.5 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（市民班） 

 

＜現状と課題＞ 

・発災初期は人員的に余裕があるものの、発災 1 日後程度から人員不足となり、特に発災

後 1 週間程度以降は、参集職員に対して、3 倍以上の必要人員数となることから、計画

的な人員確保策、必要人員の削減策が必要である。 

・必要人員数の多くは、災害廃棄物や一般廃棄物、し尿の処理等に関連した業務が占めて

おり、それらを踏まえた対策を講じる必要がある。 

 

＜対策＞ 

○多くの人員を要する災害廃棄物処理関係の業務に対して、処理能力の確保や災害廃棄物

の仮置き場の確保等、効率的な処理による必要人員削減が必要であり、そのための災害

廃棄物処理計画を策定・見直す。 

→ 災害廃棄物処理計画の策定・見直し 

○発災後 1 週間程度以降より大きく人員不足となることや、優先通常業務のための必要人

員も多いことから、他自治体からの人員確保が有効である。既往の徳島県内や鳥取県内

の相互応援協定に加え、南海トラフ巨大地震による同時被災とならない遠地、例えば、

その他山陰や北陸地方の自治体などとの協定締結を推進する。また、応援を受ける際の

効果的な受援体制を構築するため、受援内容や規模、方法・ルール、必要となる物品等

を事前より検討し、受援計画を策定する。 
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→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○優先通常業務を含む大きな人員不足に対して、市職員 OB の積極的な活用策を事前より

講じることも有効である。 

→ 市職員OBの活用策検討 

○多くの人員を要している食料や飲料水等生活必需品の確保については、民間の物資の集

積・管理・仕分け・配送等に関するノウハウやリソースを活用することも有効であり、

民間運送業者等との協定締結も視野に、事前からの協力体制構築を図る。 

→ 民間運送業者等との協定締結等協力体制の構築 

○発災よりある程度の時間経過後に多くの人員が不足することに対する人員確保策として、

ボランティアの活用が有効であり、専門的知識を有するボランティアの必要性等も含め、

事前より社会福祉協議会や NPO 等関係団体等と調整・協議を行い、効果的なボランテ

ィア活用のための活用計画の作成等を検討する。 

→ ボランティアの活用計画等の検討 

○発災後 1 週間程度以降より、人員が大きく不足することから、人員確保策だけでなく、

必要人員削減策も重要であり、食糧始め生活必需品の確保・調達、防疫活動、がれき処

理、所管施設の調査・応急復旧等の業務について、対応の効率化を図るための各種対応

マニュアルの整備を推進する。 

→ 各種対応マニュアルの整備推進 

○多くの人員を必要とする業務について、その業務の対象（対応）ボリュームを削減する

ことも必要人員数削減に繋がる有効な対策である。例えば、避難者数や災害廃棄物量等

の削減のために、建物等の耐震改修促進、防災啓発冊子等の作成・更新、各種防災訓練

の促進等、市民・地域の防災力向上策を講じる。 

→ 耐震改修促進計画の見直しに基づく耐震改修の促進・啓発強化 

→ 市民の被災削減のための防災啓発冊子の作成・更新 

→ 地域と連携した各種防災訓練の実施促進 

○発災後 2 日程度までは、他班の支援・応援を行う体制構築が可能であり、事前より、応

援内容や方法、役割分担等について検討・調整し、マニュアルで明文化する等、効果的

な応援のための準備を進める。また、人員が大きく不足する他班との事前からの人員配

備体制の見直しも視野に検討することも考えられる。 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 

→ 災害対策班の人員配備体制の見直し 
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４）民生・福祉班 
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図6.1.6 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（民生・福祉班） 

 

＜現状と課題＞ 

・発災後 1 日程度までを除く全時間帯において必要人員が大きく不足しており、参集職員

に対して 2～4 倍程度の人員を必要とすることから、人員確保策と人員削減策を計画的

に講じていく必要がある。 

・多くの人員を必要とする業務としては、要配慮者対応や応急救護、生活必需品の確保、

遺体の応急的な措置等の関連業務であり、専門的知識や資格の必要性も含めて、計画的

な人員確保が必要となる。 

 

＜対策＞ 

○多くの人員を必要とする要配慮者支援関係の業務に対して、災害時における安否確認・

被災状況把握等を地域住民が担えるような、日頃からの地域での取り組みが重要であり、

避難行動要支援者名簿の作成に基づき、避難・支援方法等の個別計画作成を促進する。 

→ 避難行動要支援者名簿作成に基づく避難方法等個別計画作成 

○多くの人員を必要とする応急救護活動や保健衛生活動、遺体処理等に関する指示・連絡

調整等、様々な関連事務のために必要となる人員も多いものの、保健師等専門的知識を

要する人員も必要となることから、それら人員の確実な確保策として、医療関係機関・

組織等からの人材派遣など、事前からの計画的な協力体制構築が必要である。このため、

既往の吉野川市医師会との協定に加え、徳島県医師会などとの協定締結や、県外の被災
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していない地域との応援協定等、周辺自治体とも連携した協力体制・枠組みの構築を推

進することが重要となる。 

→ 医療関係者確保のための県内外との協力体制構築 

○専任性の高い人員確保のため、常時からの看護師・保健師等の人材確保推進等による計

画的な人材育成策も重要である。 

→ 医療関係者の人材確保・人材育成推進 

○発災後 1 日程度以降に大きく人員が不足することに対して、他自治体からの人員確保が

必要であり、既往の徳島県内や鳥取県内の相互応援協定に加え、南海トラフ巨大地震に

よる同時被災とならない遠地、例えば、その他山陰や北陸地方の自治体などとの協定締

結を推進する。また、応援を受ける際の効果的な受援体制を構築するため、受援内容や

規模、方法・ルール、必要となる物品等を事前より検討し、受援計画を策定する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○多くの人員を必要とする業務について、その業務の対象数量を削減することも必要人員

数削減に繋がる有効な対策である。例えば、応急救護者数や避難者数の削減のために、

救命講習会等による応急処置の普及啓発や地域と連携した各種防災訓練の促進等、市

民・地域の防災力向上策を講じる。 

→ 救命講習会等による応急処置の普及啓発 

→ 地域と連携した各種防災訓練の実施促進 
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５）建設班 
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図6.1.7 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（建設班） 

 

＜現状と課題＞ 

・発災直後を除き、3 時間後以降、大きく人員不足となっており、発災後 3 日程度以降で

は、参集職員数に対して 10 倍前後の必要人員である。 

・人員不足の大きな要因は、道路・河川の応急復旧関連業務であることから、そのための

適切な人員確保策、必要人員削減策を計画的に講じる必要があるとともに、業務の対象

数量を削減するためのハード対策も合わせて講じる必要がある。 

 

＜対策＞ 

○道路や河川等、所管施設の被害調査・応急対応関連業務の必要人員が圧倒的に多いこと

から、常時からの協力業者等の有効活用が必要であり、既往の吉野川市建設業協会との

協定に加え、その他関連協会・組合、あるいは協力業者等との新たな協定締結の推進が

必要である。また、それら協定による確実な支援を得るために、協力業者等の事業継続

計画（BCP）策定促進策も重要となる。 

→ 被害調査・応急対策等のための関連協力業者等との協定締結推進 

→ 協力業者の事業継続計画策定促進 

○発災直後、特に 2 日程度までの人員不足に対しては、外部からの人員確保が難しいこと

も踏まえ、人員に余力のある企画・会計班や市民班からの内部の応援協力による人員確

保や、事前からの人員配備体制の見直しが考えられる。例えば、災害対策班を構成する
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通常業務部署（課等）の配置の見直しや分掌事務の見直しなどが有効である。また、応

援内容や動員方法・基準等について、事前よりルール化することにより、効果的な協

力・連携体制の構築を図ることも必要となる。 

→ 災害対策班の人員配備体制の見直し 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 

○発災後数日程度以降の大きな人員不足で、専門知識も必要となるような業務については、

他自治体からの計画的な人員確保策が有効である。既往の徳島県内や鳥取県内の相互応

援協定に加え、南海トラフ巨大地震による同時被災とならない遠地、例えば、その他山

陰や北陸地方の自治体などとの協定締結を推進する。また、応援を受ける際の効果的な

受援体制を構築するため、受援内容や規模、方法・ルール、必要となる物品等を事前よ

り検討し、受援計画を策定する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○専門知識を必要とする人員不足に対しては、経験豊富な市職員 OB の積極的な活用策を

講じることも有効であり、事前より計画的に活用検討を行う。 

→ 市職員OBの活用策検討 

○多くの人員を必要とする、道路や河川等所管施設の調査・応急復旧等の対応業務につい

て、必要人員を削減する対策を講じることも必要であり、対応の効率化を図るための点

検・調査や緊急措置、協力業者や関係機関との連携方法、応急復旧など、各種対応マニ

ュアルの整備を推進する。 

→ 初動対応・被害調査・応急復旧等対応マニュアルの整備推進 

○緊急輸送道路や市指定の重要路線を始めとする道路の障害物除去等、道路啓開について

は、業務の効率化による人員削減策として、事前から被害調査・啓開の優先順位を検

討・設定するとともに、啓開方法や迂回路の事前設定等を含めた、道路啓開計画を策定

することが有効である。 

→ 道路啓開計画の策定 

○道路啓開においては、重要路線を始めとする道路沿道の建物倒壊を減らすことも、業務

の人員削減策として、有効である。既往の耐震改修促進計画の見直しに基づき、対象と

なる住宅等の耐震化を促進するため、助成制度等の充実を図るとともに、それら制度の

有効活用のため、一層の啓発強化を図る。 

→ 耐震改修促進計画の見直しに基づく耐震改修の促進・啓発強化 

○人員確保策や必要人員削減策だけでは限界があることから、災害対応業務の対象となる

被害数量を削減するための事前の耐震対策等も有効である。例えば、既往の長寿命化計

画との整合も図りつつ、橋梁を始めとする道路施設の耐震対策、河川・砂防施設等の耐

震対策など、対策・対応の優先度評価に基づく計画的なハード対策の更なる推進が重要

である。 

→ 施設の優先度評価に基づく耐震対策の推進 
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６）経済班 
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図6.1.8 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（経済班） 

 

＜現状と課題＞ 

・発災直後から 1 日程度までは、人員的に大きく問題はないものの、2 日程度以降よりや

や人員不足となる。特に、3 日から 1 週間程度の間については、農林業関係の応急対応

を中心に大きく人員不足となっており、人員確保策、必要人員削減策が必要である。 

・災害対応業務については、発災後 3 日から 1 週間程度の期間を除いて、ほぼ職員数と同

程度となっていることから、人員確保策においては、優先通常業務との兼ね合いを考慮

した調整が重要となる。 

 

＜対策＞ 

○発災後 2 日程度以降の人員不足に対しては、南海トラフ巨大地震による同時被災となら

ない遠地自治体との災害時応援協定が有効であり、既往の徳島県内や鳥取県内の相互応

援協定に加え、例えば、その他山陰や北陸地方の自治体などとの協定締結を推進する。

また、応援を受ける際の効果的な受援体制を構築するため、受援内容や規模、方法・ル

ール、必要となる物品等を事前より検討し、受援計画を策定する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○専門的知識や経験を必要とする業務あるいは優先通常業務に関する人員不足に対しては、

市職員 OB の積極的な活用策を講じることも有効であり、事前より計画的に活用検討を



 

50 

行う。 

→ 市職員OBの活用策検討 

○業務の多くが農林関連施設の調査・応急対応関係であることから、必要人員の削減策と

して、対応の効率化を図るための点検・調査や応急措置・復旧など、各種対応マニュア

ルの整備を推進する。 

→ 初動対応・被害調査・応急復旧等対応マニュアルの整備推進 
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７）教育班 
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図6.1.9 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（教育班） 

 

＜現状と課題＞ 

・発災直後 1 時間後から 2 週間程度までの期間は、大きく人員不足となっている。これら

必要人員のほとんどは、避難所となる学校の避難所開設・運営に係る業務であり、計画

的な人員確保策、及び人員削減策を講じる必要がある。 

 

＜対策＞ 

○避難所開設・運営支援に多くの人員が必要となることに対する効果的な人員削減策とし

て、自主防災組織や自治会等が自助・共助を主体とした避難所運営を可能とするための

方策が必要である。例えば、住民・施設管理者・市との連携方法・役割分担等運営体制

を具体化し、各種ルール化と合わせた避難所運営マニュアルを作成する。また、常時か

らの連携強化や効率的な避難所運営のため、住民・施設管理者・市が合同で、計画的な

訓練の実施を推進する。 

→ 地域住民と協働した避難所運営マニュアルの作成 

→ 地域住民と関係者が連携した避難所運営訓練の推進 

○避難所運営において、避難者・避難所状況やニーズ等の各種情報を連絡するための通信

手段を確実に確保することも人員削減策として有効である。例えば、避難所等へ事前配

備している特設公衆電話の拡充や同報系防災行政無線のアンサーバック機能の完備等に

ついて検討し、整備を推進することによって、通信手段の多重化を図る。 



 

52 

→ 特設公衆電話の避難所配備拡充 

→ 避難所の通信手段の多重化推進 

○避難所運営関連で多くの人員が不足することに対する人員確保策として、ボランティア

の活用が有効であり、専門的知識を有するボランティアの必要性等も含め、事前より社

会福祉協議会や NPO 等関係団体等と調整・協議を行い、効果的なボランティア活用の

ための活用計画の作成等を検討する。 

→ ボランティアの活用計画等の検討 

○発災後ある程度時間経過してからの多くの人員不足に対しては、他自治体かの計画的な

受援が有効である。既往の徳島県内や鳥取県内の相互応援協定に加え、例えば、その他

山陰や北陸地方の自治体などとの協定締結を推進する。また、応援を受ける際の効果的

な受援体制を構築するため、受援内容や規模、方法・ルール、必要となる物品等を事前

より検討し、受援計画を策定する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○避難所運営などの多くの人員を必要とする業務について、その業務の対象数量を削減す

ることも必要人員数削減に繋がる有効な対策である。例えば、避難者数削減のために、

住宅等建物の耐震改修の促進、そのための防災啓発冊子等の作成・更新、各種防災訓練

の促進、自主防災組織やボランティア組織等の防災リーダーの養成等、市民・地域の防

災力向上策を講じる。 

→ 耐震改修促進計画の見直しに基づく耐震改修の促進・啓発強化 

→ 市民の被災削減のための防災啓発冊子の作成・更新 

→ 地域と連携した各種防災訓練の実施促進 

→ 防災リーダーの養成推進 

○学校を始めとした所管施設の調査・応急復旧等の業務については、必要人員削減策とし

て、対応の効率化を図るための各種対応マニュアルの整備を推進する。 

→ 初動対応・被害調査・応急復旧等対応マニュアルの整備推進 
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８）水道班 
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図6.1.10 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（水道班） 

＜現状と課題＞ 

・発災直後より全時間帯を通じて大きく人員不足の状態であり、参集職員に対して、4～8

倍前後の必要人員数となっている。 

・必要な人員の大半は災害対応業務が占めているとともに、その多くが応急給水対応や水

道施設の被害調査・応急復旧関係であることから、計画的かつ確実な人員確保策及び人

員削減策を講じる必要がある。 

 

＜対策＞ 

○多くの人員が不足している水道班の特に発災初期の業務は、応急給水対応や水道・下水

道施設等の緊急点検・被害調査、緊急措置などの状況把握・緊急対応が多くを占めるこ

とから、常時からの維持管理業者等の活用が有効であり、関連協力業者・協会等との新

たな協定締結の推進が考えられる。なお、協力業者からの確実な支援を得るためには、

協力業者の事業継続計画（BCP）策定促進策も重要である。 

→ 被害調査・応急対策等のための関連協力業者等との協定締結推進 

→ 協力業者の事業継続計画策定促進 

○発災後数日程度以降の多くの人員不足に対しては、他自治体からの受援の充実が必要で

あり、既往の徳島県内や鳥取県内の相互応援協定に加え、例えば、その他山陰や北陸地

方の自治体などとの協定締結を推進する。また、応援を受ける際の効果的な受援体制を

構築するため、受援内容や規模、方法・ルール、必要となる物品等を事前より検討し、
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受援計画を策定する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○長期的かつ専門知識を必要とする人員不足に対しては、市職員 OB の積極的な活用策を

講じることも有効であり、事前より計画的に活用検討を行う。 

→ 市職員OBの活用策検討 

○多くの人員が不足していることから、必要人員の削減策も各種講じる必要があり、業務

効率化のための各種対応マニュアル類の整備やそれらに基づく対応訓練の計画的実施推

進が必要である。整備するマニュアル類は、既往マニュアルの見直しも含め、例えば、

協力業者との連絡・連携方法を含む初動対応マニュアル、緊急点検や緊急措置判断・方

法等を含む被害調査マニュアル、応急復旧マニュアル、応急給水マニュアルなどが考え

られる。また、それらの推進の観点からも、既に策定済みの下水道 BCP について、内

容の見直しと推進が必要である。 

→ 初動対応・被害調査・応急復旧等対応マニュアルの整備推進 

→ 職員の各種教育・訓練計画の作成と実施 

→ 下水道BCPの見直しと推進 

○人員確保策や必要人員削減策だけでは限界があることから、災害対応業務の対象となる

被害数量を削減するための事前の耐震対策等が有効である。例えば、水道・下水道の管

路や施設等について、既往の老朽化対策と合わせ、対応・対策の優先度評価に基づく計

画的な耐震対策など、継続して着実な対策推進を図ることが必要である。 

→ 施設の優先度評価に基づく耐震対策の推進 
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９）災害対策支部班鴨島支部 
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図6.1.11 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（鴨島支部） 

 

＜現状と課題＞ 

・非常時優先業務の必要人員数は、参集職員数に対して、発災直後を除く全時間帯で大き

く不足しており、時間とともに増加する傾向となっている。不足する人数は、参集職員

数の 2 倍から 4 倍程度までとなることから、計画的な人員確保策、人員削減策を講じる

必要がある。 

・人員が大きく不足する中で、優先通常業務の必要人員数も、発災後 1 週間程度以降、多

くなることから、今後、優先通常業務の見直しも視野に、検討・対策が必要である。 

 

＜対策＞ 

○発災直後、2 日程度までの人員不足に対しては、外部からの人員確保が難しいことも踏

まえ、人員に余力のある企画・会計班や市民班からの内部の応援協力による人員確保や、

事前からの人員配備体制の見直しが考えられる。例えば、災害対策班を構成する通常業

務部署（課等）の配置の見直しや分掌事務の見直しなどが有効である。また、応援内容

や動員方法・基準等について、事前よりルール化することにより、効果的な協力・連携

体制の構築を図ることも必要となる。 

→ 災害対策班の人員配備体制の見直し 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 

○発災後数日程度以降での多くの人員不足に対しては、他自治体かの計画的な受援が有効
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である。既往の徳島県内や鳥取県内の相互応援協定に加え、南海トラフ巨大地震による

同時被災とならない遠地、例えば、その他山陰や北陸地方の自治体などとの協定締結を

推進する。また、応援を受ける際の効果的な受援体制を構築するため、受援内容や規模、

方法・ルール、必要となる物品等を事前より検討し、受援計画を策定する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○長期的かつ経験を必要とする人員の不足に対しては、市職員 OB の積極的な活用策を講

じることも有効であり、事前より計画的に活用検討を行う。 

→ 市職員OBの活用策検討 

○大きく人員が不足することから、人員確保策だけでなく、必要人員の削減策も重要であ

り、被害や避難状況等各種情報の収集・伝達、生活必需品の確保等対応など、優先通常

業務も含めた、対応の効率化を図るための各種対応マニュアルの整備を推進する。 

→ 各種対応マニュアルの整備推進 
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１０）災害対策支部班川島支部 
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図6.1.12 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（川島支部） 

 

＜現状と課題＞ 

・非常時優先業務の必要人員数は、全時間帯を通じて参集職員数とほぼ同程度であるもの

の、発災後 1 ヶ月程度以降はやや余力があることから、状況に応じた他班への応援や行

政サービス向上のための通常業務の早期再開も視野に、検討が必要である。 

 

＜対策＞ 

○発災後 1 ヶ月程度以降で人員にやや余裕があることから、他班の応援を行う体制の構築

も考えられる。事前より、応援内容や方法、役割分担等について検討・調整し、マニュ

アルで明文化する等、効果的な応援のための準備を進める。 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 
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１１）災害対策支部班山川支部 
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図6.1.13 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（山川支部） 

 

＜現状と課題＞ 

・発災後 3 時間から 1 日程度までは、必要人員が参集職員に対してやや不足していること

から、内部での人員確保策や、必要人員削減策が必要である。 

・その他の時間帯については、ほぼ人員的に問題はなく、発災後 1 ヶ月程度以降でやや余

力があることについて、状況に応じた他班への応援や行政サービス向上のための通常業

務の早期再開も視野に入れた検討が考えられる。 

 

＜対策＞ 

○発災初期の人員不足に対しては、外部からの人員確保が難しいことも踏まえ、人員に余

力のある企画・会計班や市民班からの内部の応援協力による人員確保が考えられる。例

えば、応援内容や動員方法・基準等について、事前よりルール化することにより、効果

的な協力・連携体制の構築を図ることも有効である。 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 

○同様にして、必要人員の削減策も有効であり、被害や避難状況等各種情報の収集・伝達、

生活必需品の確保等対応など、優先通常業務も含めた、対応の効率化を図るための各種

対応マニュアルの整備を推進する。 

→ 各種対応マニュアルの整備推進 
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１２）災害対策支部班美郷支部 
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図6.1.14 非常時優先業務必要人員と参集職員の時系列分布（美郷支部） 

 

＜現状と課題＞ 

・発災後 3 時間程度以降、必要人員が不足しており、特に発災初期においては、職員数の

2 倍以上の不足となっている。発災初期の外部からの人員確保が難しいことも踏まえ、

内部での人員確保策、あるいは必要人員削減策が必要である。 

・災害対応業務は、発災後 3 日程度以降で職員数と同程度となるものの、優先通常業務が

増えることによって、非常時有線業務の必要人員数は不足していることから、人員確保

策、必要人員削減策が必要となる。 

 

＜対策＞ 

○発災後、2 日程度までの人員不足に対しては、外部からの人員確保が難しいことも踏ま

え、人員に余力のある企画・会計班や市民班からの内部の応援協力による人員確保が考

えられる。例えば、応援内容や動員方法・基準等について、事前よりルール化すること

により、効果的な協力・連携体制の構築を図ることも有効である。 

→ 庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 

○発災後数日程度以降の人員不足に対しては、他自治体からの受援が有効であり、既往の

徳島県内や鳥取県内の相互応援協定に加え、例えば、その他山陰や北陸地方の自治体な

どとの協定締結を推進する。また、応援を受ける際の効果的な受援体制を構築するため、

受援内容や規模、方法・ルール、必要となる物品等を事前より検討し、受援計画を策定
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する。 

→ 同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 

→ 受援計画の策定 

○長期的かつ優先通常業務を含む人員不足に対しては、市職員 OB の積極的な活用策を講

じることも有効であり、事前より計画的に活用検討を行う。 

→ 市職員OBの活用策検討 

○発災初期においては、人員確保策が限られることから、必要人員の削減策も重要であり、

被害や避難状況等各種情報の収集・伝達、生活必需品の確保等対応など、対応の効率化

を図るための各種対応マニュアルの整備を推進する。 

→ 各種対応マニュアルの整備推進 
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（３）その他共通の対策 

 

○職員参集予測の結果を踏まえると、職員自身の被災による参集の遅れは、発災初期を中心

とする人員確保に大きく影響がでていることから、職員が被災しないように、日頃から、

自宅の耐震性の確保、家具固定の確実な実施などが必要であるとともに、家族の避難場所

や連絡方法の取り決め、食料・生活必需品の備蓄等を実施しておくことも重要となる。こ

れら職員自身の防災対策促進のため、職員が実施すべき防災対策のメニューと内容を取り

まとめた啓発冊子を作成する。 

→ 職員自宅の耐震対策や家具固定等促進のための啓発冊子作成 

 

○本計画策定において整理を行った非常時優先業務は、発災後に優先して実施すべき業務に

ついて、その実施時期や必要人数などの具体的な検討を行った結果であり、既往の職員初

動マニュアルへの反映を含め、両者の整合性を確保することが重要である。職員初動マニ

ュアルとBCPの実効性を高めるため、両者の整合を図りながら、ブラッシュアップが必要

である。 

→ 職員初動マニュアルとＢＣＰの整合性の確保によるブラッシュアップ 
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６．２ 物的資源に関する課題と対策 

 

（１）庁舎施設 

 

大規模地震発生時においても必要な業務を継続するためには、非常時優先業務を実施する

庁舎等施設の耐震性や執務環境が確保される必要がある。吉野川市職員が、勤務時間外の発

災によって非常参集し、非常時優先業務を実施することとなる主な庁舎施設の耐震性につい

て、下表に示す。 

 

表6.2.1 主な庁舎施設の耐震性評価 

施設名称 建築年 構造種別 階数
延べ床面積

(m2)

新耐震
基準

耐震補強
必要有無

市役所 本館 H6 S造・RC造 地上５階 5800.3 対応 無

市役所 東館 H24 SRC造 地上３階 3297.3 対応 無

川島支所 H24 W造 地上１階 179.0 対応 無

山川地域総合センター
（山川支所）

H2 RC造 地上３階 3326.2 対応 無

ふるさとセンター
（美郷支所）

H4 RC造 地上３階 2041.74 対応 無

運転管理センター H25 S造 地上２階 991.03 対応 無
 

 

主な庁舎施設については、市役所本館・東館を始め、川島支所、山川地域総合センター

（山川支所）、ふるさとセンター（美郷支所）、運転管理センターともに、新耐震基準であ

る平成以降の建築であり、耐震性は確保されていると考えられる。また、その他指定の防災

拠点施設や避難所等についても、耐震改修等の実施により、ほとんどの施設で耐震性が確保

されているものの、一部の集落センター等施設で耐震性能が不足することから、それら施設

については耐震対策の推進が必要となる。 

なお、本対象としている南海トラフ巨大地震による震度６強～６弱の地震動では、倒壊は

免れたとしても、施設の壁・柱等の亀裂や窓ガラス等の破損など、少なからず被害の発生も

想定され、施設内の使用は制限される可能性も高いことから、あらかじめ代替施設の指定を

しておくことや、迅速な災害対応が可能な執務環境を確保するための取り組みも必要とな

る。 

→ 耐震性の低い防災拠点・避難所施設の耐震対策推進 

→ 主な拠点施設の代替施設の検討・指定 

 

更に、耐震化が図られている庁舎施設等においても、より確実な非常時優先業務実施環境
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を確保する観点から、以下の課題と対策が考えられる。 

 

○庁舎施設の窓ガラスなどは、大きな地震動によってガラスの破損や飛散も想定されること

から、早期の業務実施に支障が生じることが考えられるとともに、もし来庁者や職員がい

た場合には、負傷等の被害も想定されることから、ガラスの飛散防止対策が必要である。 

→ 庁舎施設等のガラス飛散防止対策の実施 

○非常時優先業務として、職員が避難所の運営支援に携る小・中学校等避難所の体育館など

は、東日本大震災等においても問題となった天井崩落や照明器具の落下等、非構造部材の

危険性が考えられる。天井や照明器具、その他非構造部材について、想定される地震動、

特に長周期で継続時間の長い揺れにも耐えられるための耐震対策が必要となる。 

→ 避難所体育館等拠点施設の非構造部材の耐震対策推進 
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（２）庁舎施設内の設備等 

 

１）非常用電源 

災害発生後に実施すべき業務の多くは、通信機器・設備の活用や情報システムの使用等に

より電力を利用する。また、初動期には夜を徹して業務を実施することも想定され、夜間の

照明は業務実施の前提条件となる。 

吉野川市の主要庁舎施設では、市役所本館及び東館に48時間、山川地域総合センター（山

川支所）に15時間稼働可能な非常用電源が配備されているが、その他支所等施設について

は、非常用発電設備を備えていないことから、計画的な整備が必要である。 

また、市役所の非常用電源においても、稼働時間が48時間程度と、南海トラフ巨大地震で

想定される停電時間には不足する可能性もあることから、燃料の確保が必要となる。発災

後、早期に燃料を調達し、業務継続を実現するため、ガソリンスタンドとの契約や協定締結

等、事前からの燃料調達体制の構築が必要となる。 

→ 庁舎等拠点施設の非常用電源の整備推進 

→ 停電の長期化に備えた燃料調達体制構築の検討 

 

２）什器類 

大規模地震発生時、特に南海トラフ巨大地震発生時には、大きな横揺れによる変位が伴う

ことから、ロッカーの移動・転倒、書類等の散乱、PCの破損等により、早期の業務実施に支

障が生じる可能性がある。また、もし執務中の職員がいた場合、負傷等の危険性も考えられ

る。発災後、非常時優先業務の実施環境を迅速に整えるためには、庁舎施設内の什器類の固

定を推進する取り組みとともに、継続的な監視・指導体制の構築が必要である。 

→ 什器類の固定推進と実施監視体制の構築 

 

３）通信設備等 

発災後の非常時優先業務の多くは、その実施において、各種情報の収集・集約・伝達等が

必須となる。その際、電話連絡による直接的な方法も想定されるが、南海トラフ巨大地震発

生の際には、固定電話や携帯電話等の通話が、輻輳によって発災当日、場合によって2日間

程度は不通あるいは繋がり難い状態となる可能性が高いと考えられる。吉野川市の主な避難

所や拠点施設との通信に関しては、防災行政無線のアンサーバック機能の整備や、主要な避

難所への特設公衆電話の配備を進めるとともに、孤立化対策として衛星携帯電話3基を配備

しているものの、全ての拠点施設・避難所を網羅する整備には至っていないのが実情であ

る。このため、特設公衆電話の配備拡充や災害用のクラウドシステムの活用など、通信手段

を確実に確保するための検討・取り組みを強化するとともに、通信手段の多重化の推進が望

まれる。 

また、同報系防災行政無線の基地局については、非常用電源が48時間稼働可能であるもの

の、停電の長期化による電力の停止も想定されることから、燃料の調達方法に関する事前か
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らの検討など、電源確保策が必要である。 

なお、これら整備効果を上げるためには、各通信手段の利用方法・範囲を明確化し、操作

説明書やマニュアル等を作成して、周知を図っていくとともに、計画的な教育・訓練の実施

も重要となる。 

→ 通信手段の多重化へ向けた取り組み推進 

→ 防災行政無線の電源確保策の検討 

→ 通信機器・設備に関する使用マニュアル等の整備と教育・訓練の実施 
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（３）情報システム 

 

非常時優先業務の整理結果に基づき、非常時優先業務を実施するために必要となる設備・

システムの情報から、市管理の情報システムを対象として、非常時優先業務との関係につい

て下表のとおり整理を行った。これらより、現時点での情報システムの課題と対策案につい

て以下に示す。 

 

表6.2.2 非常時優先業務の必要システム一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○非常時優先業務実施のため、早期に稼動が必要であり、かつ多くの業務に影響するシス

テムとして、例えば、「Reams.NET（住基システム、就学援助システム、学校教育シス

テム含む）」や「法定外公共物譲与申請システム」、「路線網図システム」、「地籍管

名称
関連業務

最短
開始時期

関連
業務数

耐震性確保
（固定等）

代替機
非常用
電源

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟ
（頻度）

保守 担当課（利用部署）

人事給与システム 1日 1 済 無 有 日次 有 総務課、議事課

Reams.NET（住基システム、就学援助
システム、学校教育システム含む）

1日 61 済 有 有 日次 有

国保年金課、子育て支援課、都
市計画住宅課、税務課、選挙
管理委員会、市民課、環境企
画課、教育委員会学校教育課

期日前システム 1日 1 済 無 有 日次 有 選挙管理委員会

生活保護システム「ふれあい」 1日 4 済 無 有 日次 有 社会福祉課

避難行動要支援者システム 1日 3 済 無 有 日次 有 社会福祉課

企業会計システム 1日 1 済 無 有 日次 有 経営企画課

水道料金システム 1日 4 済 無 有 日次 有 経営企画課

法定外公共物譲与申請システム 1日 13 済 無 有 無 無 監理課　他

路線網図システム 1日 13 済 無 有 日次 有 監理課　他

地籍管理システム 1日 16 済 無 有 日次 有
農業振興課、農地林業課、
商工観光課他

財務会計システム 3日 16 済 無 有 日次 有
企画財政課、会計課、国保年
金課、介護保険課、教育委員
会学校教育課　他

介護保険システム 3日 9 済 無 有 日次 有 介護保険課

地域包括支援センター管理システム 3日 33 済 無 有 日次 有 介護保険課

学校校務・教育系ネットワーク 3日 1 済 無 有 日次 有 教育委員会学校教育課

住基ネットワークシステム 7日 3 済 無 有 日次 有 市民課

G-Trust 7日 17 済 無 有 日次 有 子育て支援課、社会福祉課

Densan Web 21 7日 2 済 無 有 日次 有 総務課

公営住宅システム 7日 3 済 無 有 日次 有 都市計画住宅課

戸籍システム 7日 6 済 無 有 日次 有 市民課

発注管理システム・土木工事積算システ
ム

7日 7 済 無 有 日次 有 監理課　他

出産祝金/育児用品
補助金業務支援システム

30日 1 済 無 有 日次 無 子育て支援課
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理システム」、「財務会計システム」、「地域包括支援センター管理システム」などが

あげられる。これらは、非常時優先業務の整理結果より、早いもので発災後1日の内、

あるいは3日後には業務実施のために稼動が必要となるシステムとなる。これらシステ

ムは、基本的に固定等の耐震対策やバックアップ等の対策は実施されているものの、代

替機の準備がないものがほとんどである。想定する南海トラフ巨大地震の地震動によっ

ては、ハードウェアの損傷等、万一の事態も想定されることから、早期復旧を可能とす

るためにも、代替機の準備が望まれる。代替機については、早期稼動が必要なシステ

ム、多くの業務実施に影響のあるシステムから優先して、計画的に準備、あるいは代替

機を調達しやすい機器への更新等対策が考えられる。また、同様に万一の事態に備える

観点から、確実なバックアップの実施とともに、遠地での保管について検討することが

望ましい。 

→ 情報システムの代替機の計画的準備推進 

→ バックアップの遠地保管の検討 

 

○早期のシステム稼動を可能とするためには、ソフト的な対策も必要であり、職員参集率

が低い発災初期には、担当者以外でも復旧作業に当たることができるような、復旧・操

作マニュアルの整備等を計画的に推進していくことも重要である。さらに、システムを

安定的に管理・運用できるよう、必要な訓練・研修を定期的に行うことによる人材育成

も重要となる。 

また、保守契約業者による復旧が必要となる事態も想定されることから、復旧・運用

のための保守契約先との合同訓練を定期的に実施するなど、保守契約先との連携強化を

図ることも重要となる。 

→ 情報システム早期稼動のための復旧・操作マニュアルの整備推進 

→ 管理・運用の訓練・研修等による人材育成の推進 

→ 保守契約業者との保守・管理・運用の訓練等による連携強化 

 

 



 

68 

第７章 業務継続のための対策計画 

 

前章で示した人的資源及び物的資源の課題に対する業務継続のための対策計画について、

表7.1にまとめる。表7.1(a)では人的資源に関する対策、表7.1(b)は物的資源に関する対策

を示す。 

ここで、対策計画それぞれについて、2つの優先度（実施時期）に分類することとし、優

先度が高いものから短期、中期として、以下の実施時期を設定した。 

 

優先度 対策実施時期 

短期 1～3年の対策 

中期 3～5 年の対策 

 

なお、上記優先度は、以下の観点を考慮して評価した。 

・多くの対策班の課題改善につながる対策 

・発災後比較的初期に関係する対策 

・必要人員数が多い非常時優先業務に関係する対策 

・関係する非常時優先業務数が多い対策 

今後、各対策（施策）の担当部署を明確にするとともに、後述する業務継続マネジメント

体制の組織と、各担当部署が連携して、対策計画を着実に推進することが重要となる。 
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表 7.1(a) 業務継続のための対策計画一覧 

項目 対策計画 優先度 

人
的
資
源
に
関
す
る
対
策 

人
員
確
保
策 

同時被災しない遠地自治体との相互応援協定締結の推進 短期 

災害対策班の人員配備体制の見直し 短期 

庁内での応援内容・動員運用ルールの確立 短期 

市職員 OB の活用策検討 短期 

被害調査・応急対策等のための関連協力業者等との協定締結推進 短期 

協力業者の事業継続計画策定促進 短期 

職員自宅の耐震対策や家具固定等促進のための啓発冊子作成 短期 

民間運送業者等との協定締結等協力体制の構築 中期 

ボランティアの活用計画等の検討 中期 

医療関係者確保のための県内外との協力体制構築 中期 

医療関係者の人材確保・人材育成推進 中期 

防災リーダーの養成推進 中期 

必
要
人
員
削
減
策 

受援計画の策定 短期 

情報収集・集約・伝達マニュアルの作成 短期 

職員の各種教育・訓練計画の作成と実施 短期 

耐震改修促進計画の見直しに基づく耐震改修の促進・啓発強化 短期 

市民の被災削減のための防災啓発冊子の作成・更新 短期 

各種対応マニュアルの整備推進 短期 

地域と連携した各種防災訓練の実施促進 短期 

初動対応・被害調査・応急復旧等対応マニュアルの整備推進 短期 

地域住民と協働した避難所運営マニュアルの作成 短期 

災害廃棄物処理計画の策定・見直し 中期 

避難行動要支援者名簿作成に基づく避難方法等個別計画作成 中期 

救命講習会等による応急処置の普及啓発 中期 

道路啓開計画の策定 中期 

施設の優先度評価に基づく耐震対策の推進 中期 

地域住民と関係者が連携した避難所運営訓練の推進 中期 

特設公衆電話の避難所配備拡充 中期 

避難所の通信手段の多重化推進 中期 

下水道 BCP の見直しと推進 中期 

職員初動マニュアルとＢＣＰの整合性の確保によるブラッシュアップ 中期 
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表 7.1(b) 業務継続のための対策計画一覧 

項目 対策計画 優先度 

物
的
資
源
に
関
す
る
対
策 

庁
舎
等 

耐震性の低い防災拠点・避難所施設の耐震対策推進 短期 

主な拠点施設の代替施設の検討・指定 短期 

庁舎施設等のガラス飛散防止対策の実施 短期 

避難所体育館等拠点施設の非構造部材の耐震対策推進 短期 

設
備
等 

庁舎等拠点施設の非常用電源の整備推進 短期 

停電の長期化に備えた燃料調達体制構築の検討 短期 

什器類の固定推進と実施監視体制の構築 短期 

通信手段の多重化へ向けた取り組み推進 中期 

防災行政無線の電源確保策の検討 中期 

通信機器・設備に関する使用マニュアル等の整備と教育・訓練の実施 中期 

情
報
シ
ス
テ
ム 

情報システムの代替機の計画的準備推進 短期 

情報システム早期稼動のための復旧・操作マニュアルの整備推進 短期 

バックアップの遠地保管の検討 中期 

管理・運用の訓練・研修等による人材育成の推進 中期 

保守契約業者との保守・管理・運用の訓練等による連携強化 中期 
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第８章 業務継続マネジメント体制の確立 

 

本計画は、実災害や防災訓練等で得られる課題・教訓・検証等を踏まえて、継続的に見直

し、改定を行っていくことが重要である。また、各対策計画の実施状況によって、前提条件

も変化していくことから、それらを踏まえた見直しも必要となる。以下、そのための業務継

続マネジメント体制に関する計画を示す。 

 

８．１ 職員の教育・訓練計画 

 

本市の業務継続目標を達成するため、職員及び組織の防災意識・防災対応力向上を図るこ

とが重要であり、そのための、日ごろから継続的かつ計画的に取り組むべき教育・訓練につ

いて計画する。 

 

（１）防災教育計画 

 

災害発生時には、職員一人ひとりが、今何をすべきか、与えられた役割・業務内容を理解

し、自ら認識して行動することが重要となる。そのため、平常時から、災害時に何が起こ

り、どう動くべきか、をイメージできる「災害イマジネーション能力」を培っていくことが

肝要である。 

職員個人の災害対応能力及び組織的な対応力の向上を図っていくため、以下に示すメニュ

ー（例）を参考として防災教育を計画する。 

 

表8.1.1 防災教育メニュー（例） 

教育・研修名称 内容 対象者 実施頻度 

業務継続セミナー 
業務継続計画の目的、計画内容、実施状況

等を講演会・セミナー等により周知 
全職員 年 1 回程度 

業務継続におけるリー

ダー養成研修 

災害時における指揮命令者の心構え、業務

継続のために優先的に実施するべきこと・判

断すべきことの確認 

所属長 年 1 回程度 

災害イマジネーション

能力向上研修 

発災後の周囲で発生する状況、自身が実施

する行動をイメージする研修として、少人数グ

ループ単位の図上訓練形式で実施 

全職員 

3 か月１回程度 

（対象者は年１回

以上参加） 

既往大規模災害の教

訓紹介 

東日本大震災や熊本地震等の支援職員の

経験等、災害対応における教訓や課題の紹

介・共有 

全職員 年 1 回程度 

防災 e-ラーニング 
基礎的な防災知識に関する教育を、イントラ

ネット WEB システム等を利用して周知 
全職員 随時 
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（２）防災訓練計画 

 

本計画の実効性を高めるとともに、地域防災計画、各種対応マニュアルなどの既往計画等

の検証のため、また、職員及び組織の防災対応力を向上し、災害時に適切かつ迅速な行動を

可能とするために、継続的・計画的に実施すべき防災訓練のメニュー（例）を下表に示す。 

訓練実施においては、訓練の狙い・検証項目を明確にし、その目的に応じた規模・時間を

設定する。また、訓練時に収集される情報や、各対応内容については、訓練時及び訓練が終

了した後、チェックリストやアンケートなどを活用して、適切に記録を残すものとし、それ

ら反省点・良かった点等の反映により、訓練内容の充実を図りながら、本計画、あるいは関

連マニュアル等の実行性の向上に繋げる。 

 

表8.1.2 防災訓練メニュー（例） 

訓練名称 訓練内容 訓練検証項目 対象者 実施単位

参集訓練 
自宅から参集場所まで、各参集

手段により参集する訓練 

参集予測の妥当性、参集

路の確認 
全職員 

全体・ 

各班 

安否確認訓練 
一斉メール送・受信対応と安否

報告・情報集約・報告等の訓練
安否確認方法の確認 全職員 全体 

災害対策本部

設 置 ・ 運 営 訓

練 

初期参集者による災害対策本

部設営・引継ぎ・運営訓練 

災害対策本部立ち上げ・

運営の確認と人員・時間

の妥当性 

初 期 参 集 可 能 職

員 
全体 

初動対応訓練 
ロールプレーイング形式による

初動対応訓練 

非常時優先業務・初動マ

ニュアルの妥当性 

初動期参集職員、

全職員 
全体 

総合訓練 
関係機関等との連絡・連携も含

めた対応全般を実施する訓練 

災害対応全般の確認、各

連絡の妥当性 
全職員 全体 

避 難 所 開 設 ・

初動対応訓練 

避難所開設手続きや、地域住

民等関係者との初動対応連携

の確認訓練 

避難所開設等の確認、本

計画の妥当性 

避難所担当職員、

地域住民、施設管

理者、学校関係者 

全体・ 

支部班 

避難所運営訓

練 

避難者の受入れ、体制確立、状

況報告等、避難所運営対応を

模擬体験する図上訓練 

避難所運営の確認、避難

所運営マニュアルの検証

避難所担当職員、

地域住民、施設管

理者 

全体・ 

支部班 

情 報 収 集 ・ 伝

達訓練 

リソース制約下を想定した通信

機器等による情報連絡訓練 

通信機器の確認、初動マ

ニュアルの妥当性検証 
全職員 

全体・ 

各班 

情 報 シ ス テ ム

復旧訓練 

被災を想定した、情報システム

の代替機・バックアップからの起

動等、稼働確認訓練 

非常時優先業務の時間

等及びマニュアルの妥当

性検証 

データ・システム管

理者、代行可能性

職員 

各班 

応援協定実地

訓練 

応援協定を結ぶ行政との支援・

受援の内容・方法の確認訓練 

応援・受援体制の妥当

性、業務効率化の検証 

協定行政職員、関

連業務の従事職員
各班 

復旧計画立案

訓練 

想定被害状況に対する対策方

針・復旧計画を立案する訓練 

非常時優先業務の検証と

復旧内容の確認 
所属長、担当職員 

全体・ 

各班 
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８．２ 業務継続マネジメント体制 

 

本計画の対策を推進し、業務継続目標を実現するために、本計画の見直し・改定を継続的

に実施していくことが必要であり、そのための業務継続マネジメント（BCM）体制を構築す

る。見直し・改定に当たっては、対策計画の進捗状況や訓練等により抽出された課題・検証

結果等を踏まえて、「BCP推進検討会」で検討・協議を行い、基本方針などを検討・策定

し、庁内調整を行った上で、「BCP推進委員会」で、最終的な承認・決定を行う体制とする

（図8.2.1参照）。 

なお、業務継続マネジメント体制における事務局は、防災対策課が担当する。 

 

 

        ＜組織名称＞           ＜主な役割＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.2.1 業務継続マネジメント体制 

 

事務局 

(防災対策課) 

・全庁的研修・訓練の実施 

・BCP 文章改定 

・庁内 BCM 体制の管理 

・BCP 点検・検証 

・改善方策の推進 

・部署内（班別）訓練の推進 

 

BCP 推進委員会 
・業務継続マネジメントの推進 

・BCP 改定の承認 

 

BCP 推進検討会 
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８．３ 業務継続計画の改善・更新 

 

前節で示した業務継続マネジメント体制に基づき、防災対策の立案（計画(Plan)）、対策

の実施（実行(Do)）、対策効果の評価（評価(Check)）、計画の見直し・改善（改善(Act)）

により構成されるPDCAサイクルを構築し、それを着実に推進していくことが重要である。ま

た、そのサイクルの中では、対策計画を実際に実行する職員が、自ら取り組むべき行動を理

解したうえで、平常時から業務継続に対する意識の向上に努めることが重要となる。 

このようなPDCAサイクルに基づき、本計画は、事務局が主体となって、毎年度更新を行う

ことを基本とする。また、地域防災計画や関連マニュアル等との整合性の観点から、地域防

災計画改訂後、あるいは関連計画・マニュアルの更新時に、整合性を確認し、必要な修正を

行うものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8.3.1 PDCAサイクルに基づく運用 

 

基本方針 

防災対策・計画の立案

訓練・維持改善計画 

対策の実施 

教育・防災訓練の実施

対策の進捗管理・効果の評価

教育・防災訓練の反省 

課題の抽出 

課題に対する対策検討 

計画の見直し・改善 

Plan（計画） 

Do（実行）

Check（評価） 

Act（改善） 

災害対応能力の
向上 
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